
解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
五
五
）

問
題
提
起
：

ド
イ
ツ
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
占
領
時
代
の
状
況
を
引

き
ず
っ
て
、
憲
法
（V

erfassung

）
が
未
だ
に
基
本
法

（G
rundgesetz

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
憲
法
理
論
の
中
で
問

題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
「
法
律
国
家
か
ら
裁
判
官
（
判

例
）
国
家
へ
」
と
の
認
識
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
が
そ
の
管
轄
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
生

じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
具
体
的
に
は
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
保
護
・
維
持
す
る
代
わ
り
に
、
専
断
的

に
改
正
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
憲
法
改
正
権
限
は
、
立
法
者
の
み
に
与
え
ら
れ
て

い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
上
記
の
傾
向
を
問
題
視
し
た
識
者
の

一
人
が
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
定
年
法
学
教
授
ベ
ル
ン
ト
・
リ
ュ

タ
ー
ズ
（
1
）
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
見
解
を
二
〇
一
三
年
一
〇
月
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
（
Ｆ
Ａ
Ｚ
）
紙
に
発
表
し
た
。
氏

の
論
旨
を
紹
介
し
、
氏
が
批
判
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷

の
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決
を
吟
味
し
、
両
者
の
対
立
点
を

対
比
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
の
論
点
を
分
析
し
、
同
時
に
日
本
の

最
高
裁
の
最
近
の
判
例
へ
の
示
唆
も
試
み
た
い
。

本
稿
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
適
用
諸
国
に
お
け
る
同
性
婚
の
扱
い
の
比

解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

研
究
ノ
ー
ト

一
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
五
六
）

2
．
基
本
法
の
永
続
規
定
：

そ
こ
か
ら
生
ず
る
問
い
と
し
て
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、「
憲
法
判

例
法
に
対
す
る
法
的
限
界
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
し
て
何
処
に
そ

れ
が
存
在
す
る
の
か
？
」
と
の
自
問
を
提
示
す
る
。

曰
く
、
一
般
的
に
諸
憲
法
は
、
憲
法
制
定
権
者
に
よ
っ
て
信
頼

の
お
け
る
法
的
枠
組
み
を
長
期
に
わ
た
っ
て
保
障
す
る
意
図
を
以

て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
基
本
法
は
第
七
九
条
の
中
で
、
一
定
の
中

核
領
域
（
第
一
条
と
第
二
〇
条
）
の
改
正
を
排
除
す
る
言
わ
ば
永

久
条
項
を
内
包
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
に
加
え
、
許
さ
れ
る
憲

法
改
正
で
も
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
の
定
数
の
三
分
の
二
の
多

数
を
通
し
て
困
難
化
さ
れ
て
い
る
（
3
）
。

こ
こ
で
は
改
正
不
可
能
な
「
永
久
条
項
」
と
改
正
困
難
条
項
が

並
列
的
に
提
示
さ
れ
る
。

3
．
基
本
法
の
継
続
形
成
と
補
足
の
為
の
常
設
機
関
と
し
て
の

連
邦
憲
法
裁
判
所
：

他
方
現
代
社
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
に
お
い
て
急
激
に
変

化
し
て
い
る
。
そ
の
事
は
、
生
活
状
況
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
経
済

的
・
社
会
的
諸
構
造
）
及
び
価
値
観
に
も
該
当
す
る
。
こ
の
状
況

較
法
的
考
察
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
（
憲
法
改
正
と
憲
法
変
遷
に

関
わ
る
）
一
般
的
権
限
に
対
す
る
一
般
的
考
察
も
検
討
対
象
と
は

せ
ず
、
対
象
を
専
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
二
〇
一
三
年

五
月
七
日
付
判
決
と
リ
ュ
タ
ー
ズ
教
授
の
論
考
に
限
定
し
た
い
。

な
お
本
稿
の
「
見
出
し
」
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
論
文
の
そ
れ
で
も
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
そ
れ
で
も
な
く
、
筆
者
が
内
容
を
勘
案
し
て

表
示
し
た
事
実
を
指
摘
し
た
い
。
従
っ
て
詳
し
く
は
、「
註
」
を

通
し
、
原
文
を
指
針
と
し
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
い
。

Ⅰ
．
リ
ュ
タ
ー
ズ
の
論
点
：

1
．
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
機
能
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
の
争
い
あ
る
憲
法
問
題
に
つ
い

て
最
終
審
と
し
て
決
定
し
、
し
か
も
そ
の
判
決
を
以
て
基
本
法
の

内
容
を
連
邦
及
び
諸
ラ
ン
ト
の
全
て
の
憲
法
諸
機
関
、
全
て
の
裁

判
所
な
ら
び
に
諸
官
庁
に
対
し
て
拘
束
的
に
確
定
す
る
（
基
本
法

第
九
三
条
及
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
三
一
条
第
一
項
）。

つ
ま
り
ド
イ
ツ
で
は
憲
法
が
基
本
法
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
本
質

的
部
分
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
「
裁
判
官
法
（
判
例
法
）」

か
ら
成
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
2
）
。

二
〇
〇



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
五
七
）

よ
れ
ば
、
司
法
の
正
当
な
永
続
的
任
務
で
あ
る
。

曰
く
、
基
本
法
の
短
い
文
章
に
鑑
み
て
、
憲
法
に
お
い
て
も
確

認
（
定
）
が
不
可
欠
で
あ
る
事
は
疑
い
が
な
い
。
判
例
法
は
我
々

の
運
命
そ
の
も
の
な
の
だ
。
憲
法
適
合
的
秩
序
に
お
け
る
権
力
構

造
に
対
す
る
卓
越
し
た
帰
結
故
に
、
こ
の
事
実
に
対
す
る
高
い
関

心
が
不
可
欠
で
あ
る
（
5
）
。

こ
こ
で
は
、
憲
法
条
文
の
確
認
作
業
の
不
可
欠
性
と
そ
れ
に
関

連
す
る
権
力
構
造
へ
の
関
心
の
不
可
欠
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

5
．
継
続
形
成
と
憲
法
改
正
と
の
間
の
境
界
が
不
明
確
：

し
か
し
問
題
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
憲

法
の
継
続
形
成
と
憲
法
改
正
と
の
間
の
境
界
が
不
明
確
な
事
実
に

あ
る
。

曰
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
際
し
て
は
、
憲
法
制
定
権

者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
規
定
さ
れ
得
な

か
っ
た
諸
問
題
に
お
け
る
基
本
法
の
（
不
可
欠
な
）
継
続
形
成
を

目
的
と
す
る
決
定
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
の
中
で
規
定
さ

れ
た
価
値
基
準
か
ら
離
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
基

準
を
他
の
価
値
基
準
に
替
え
る
、
つ
ま
り
憲
法
を
変
え
る
決
定
と

は
、
基
本
法
が
そ
の
成
立
以
来
二
〇
〇
九
年
ま
で
に
五
七
回
改

正
・
補
足
さ
れ
る
と
言
う
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
に
よ
っ
て
、

実
際
の
憲
法
改
正
の
実
数
が
把
握
さ
れ
て
い
る
事
に
は
な
ら
な
い
。

曰
く
、
多
く
の
大
小
の
変
革
は
、
管
轄
諸
機
関
に
よ
っ
て
そ
れ

自
体
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
公
の
意
識
に
現
れ

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
例
え
ば
連
邦
最
高
諸
裁
判
所
の
規
範

設
定
の
拡
大
な
ら
び
に
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
ド
イ
ツ
国
家
の
法
律

国
家
か
ら
判
例
国
家
へ
の
争
わ
れ
得
な
い
暗
黙
の
変
遷
が
見
ら
れ

る
事
に
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
自
ら
の
法
的
管
轄
の
確
認

に
際
し
て
、
的
確
に
も
自
身
を
基
本
法
の
継
続
形
成
と
補
足
を
目

的
と
す
る
常
設
機
関
と
理
解
し
て
い
る
（
4
）
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
最
高
諸
裁
判
所
、
と
り
わ
け
判
例
法
の
育
成

に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
卓
越
し
た
権
限
・
業
績
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

4
．
裁
判
官
に
よ
る
法
の
継
続
形
成
は
不
可
避
か
つ
正
当
な
永

続
的
任
務
：

裁
判
官
に
よ
る
法
の
不
可
避
な
継
続
形
成
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に

二
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
五
八
）

⑶　

連
邦
の
諸
ラ
ン
ト
に
よ
る
構
成
、
立
法
に
於
け
る
諸
ラ
ン
ト

の
原
則
的
協
働
、
あ
る
い
は
、
第
一
条
及
び
第
二
〇
条
に
規
定

さ
れ
る
諸
原
則
に
触
れ
る
基
本
法
の
改
正
は
許
さ
れ
な
い
（
7
）
。

7
．
基
本
法
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
基
本
法
改
正
権
限
を
排
除
：

つ
ま
り
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
は
、
基
本
法
改
正
へ

の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
を
排
除
し
て
い
る
。
そ
の
事
は
、
憲

法
制
定
権
者
の
一
致
し
た
見
解
に
合
致
し
て
い
る
。

曰
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
の
自
律
的
改
正
で
は
な
く
、

憲
法
の
保
護
を
目
的
と
す
る
国
家
機
関
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

対
す
る
見
解
は
、
基
本
法
第
七
九
条
の
明
白
な
語
句
な
ら
び
に
基

本
目
的
を
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
改
正
に
対
す
る
更
な
る
極
め
て

高
い
制
限
は
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に

よ
れ
ば
、「
立
法
に
於
け
る
諸
ラ
ン
ト
の
原
則
的
協
働
、
あ
る
い

は
、
第
一
条
及
び
第
二
〇
条
に
規
定
さ
れ
る
諸
原
則
に
触
れ
る
」

あ
ら
ゆ
る
基
本
法
の
改
正
は
許
さ
れ
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

よ
る
、
憲
法
改
正
に
は
諸
ラ
ン
ト
が
参
加
し
て
い
な
い
の
だ
（
8
）
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
の
改
正
で
は
な
く
、
憲

を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
区
別
は
、
基
本
法
内
容
の

支
配
に
対
し
て
根
本
的
意
味
を
有
す
る
（
6
）
。

こ
こ
で
は
、
憲
法
の
継
続
形
成
と
憲
法
改
正
の
概
念
的
区
別
の

必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。

6
．
基
本
法
第
二
〇
条
と
第
七
九
条
：

出
発
点
は
、
基
本
法
第
二
〇
条
の
諸
原
則
で
あ
る
。

⑴　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
民
主
的
か
つ
社
会
的
連
邦
国
家
で

あ
る
。

⑵　

全
て
の
国
家
権
力
は
人
民
か
ら
発
せ
ら
れ
る
。
こ
の
権
力
は
、

人
民
に
よ
っ
て
、
選
挙
と
投
票
を
通
し
て
行
使
さ
れ
る
。

⑶　

立
法
者
は
、
憲
法
適
合
的
規
定
に
、
執
行
権
力
及
び
裁
判
は
、

法
律
と
法
に
拘
束
さ
れ
る
。

憲
法
改
正
は
基
本
法
第
七
九
条
に
完
結
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑴　

基
本
法
は
、
基
本
法
の
語
句
を
明
示
的
に
変
更
あ
る
い
は
補

足
す
る
法
律
を
通
し
て
の
み
改
正
で
き
る
。

⑵　

こ
の
様
な
法
律
は
、
連
邦
議
会
の
定
数
の
三
分
の
二
、
及
び

連
邦
参
議
院
の
票
数
の
三
分
の
二
の
賛
同
を
必
要
と
す
る
。

二
〇
二



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
五
九
）

保
護
者
た
る
裁
判
所
の
憲
法
改
正
権
限
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

9
．
憲
法
裁
判
所
判
事
の
宣
誓
形
式
：

そ
こ
で
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
以
下
の
憲
法
裁
判
所
判
事
の
宣
誓
形
式

「
私
は
、
公
正
な
判
事
と
し
て
常
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
基

本
法
を
忠
実
に
守
り
、
か
つ
全
て
の
人
々
に
対
す
る
私
の
判
事
と

し
て
の
義
務
を
良
心
に
従
っ
て
遂
行
す
る
事
を
誓
う
。
神
の
御
加

護
あ
ら
ん
事
を
！
」
を
提
示
し
、「
基
本
法
の
維
持
は
、
こ
の
裁

判
所
の
管
轄
を
根
拠
付
け
、
し
か
も
限
定
す
る
。」
と
結
論
付
け
、

更
に
そ
の
若
干
の
諸
判
決
に
対
し
て
、
不
断
に
以
下
の
問
い
が
呈

示
さ
れ
た
事
実
を
強
調
す
る
。

「
こ
の
裁
判
所
は
未
だ
現
状
に
留
ま
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
裁

判
官
に
よ
る
憲
法
改
正
を
通
し
て
憲
法
の
支
配
者
に
な
る
の

か
？
」

曰
く
、
四
人
の
国
法
学
者
が
、
こ
の
裁
判
所
の
創
立
六
〇
周
年

記
念
論
文
集
の
中
で
こ
の
裁
判
所
に
以
下
の
タ
イ
ト
ル
を
与
え
た
。

「
限
定
を
越
え
た
裁
判
所
：
六
〇
年
後
の
批
判
的
総
括
」。
こ
の
タ

イ
ト
ル
は
、
こ
の
裁
判
所
の
限
定
逸
脱
問
題
、
つ
ま
り
自
ら
の
管

轄
限
定
違
反
の
問
題
が
益
々
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
達
の
関
心
事
と

な
っ
て
い
る
事
実
を
追
認
し
て
い
る
。
新
た
な
諸
論
文
の
多
く
が

法
の
保
護
を
目
的
と
す
る
国
家
機
関
で
あ
る
事
が
確
認
さ
れ
、
更

に
憲
法
改
正
へ
の
諸
ラ
ン
ト
の
参
加
義
務
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

8
．
憲
法
規
範
設
定
権
の
限
界
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
自
律
的
憲
法
規
範
設
定
権
限
の
限
界
に
付

い
て
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
既
に
過
去
に
、
新
た
な
「
諸
基
本
権
」

に
付
い
て
の
一
連
の
諸
判
決
に
際
し
て
活
発
に
論
議
さ
れ
た
と
述

べ
る
。

曰
く
、
そ
れ
ら
は
、
情
報
上
の
自
決
権
、
個
人
的
名
誉
の
保
護

（
基
本
法
第
五
条
第
二
項
）
な
ら
び
に
婚
姻
と
家
族
の
他
の
共
同

体
形
体
と
の
同
置
（
基
本
法
第
六
条
第
一
項
）
の
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
為
の
切
っ
掛
け
を
与
え
た
も
の
は
、
制
定
さ
れ
た
諸
法
律
の

憲
法
適
合
性
に
限
定
せ
ず
、
将
来
制
定
さ
れ
る
べ
き
諸
法
律
の
内

容
を
も
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る
諸
判
決
で
あ
っ
た
。
真
剣
に
遂
行

さ
れ
た
論
議
の
背
景
に
あ
る
中
核
問
題
は
、「
憲
法
の
保
護
者
と

し
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
改
正
の
権
限
を
有
す
る

か
？
」
で
あ
る
（
9
）
。

こ
こ
で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
拡
大
の
実
践
に
付
い
て
の

懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
中
核
問
題
と
し
て
憲
法
の

二
〇
三
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11
．
政
治
的
形
成
・
規
範
設
定
権
力
者
は
議
会
か
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
か
？

更
に
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
こ
こ
で
重
要
な
中
心
問
題
と
し
て
、

「
誰
が
民
主
的
法
治
国
家
に
お
い
て
政
治
的
形
成
・
規
範
設
定
権

力
を
有
し
て
い
る
の
か
？
議
会
か
、
あ
る
い
は
連
邦
憲
法
裁
判
所

か
？
具
体
的
に
は
：
裁
判
所
の
こ
の
決
議
は
、
基
本
法
を
「
解
釈

し
た
」
の
か
、
あ
る
い
は
変
え
た
の
か
？
こ
れ
ま
で
の
憲
法
状
況

と
反
対
に
、
同
性
ペ
ア
の
生
活
共
同
体
の
「
婚
姻
と
家
族
」
と
の

完
全
な
平
等
化
を
憲
法
的
拘
束
効
果
を
伴
っ
て
命
令
す
る
事
が
裁

判
所
の
権
限
に
所
属
す
る
の
か
？
（
12
）
と
自
問
す
る
。

12
．
憲
法
内
容
の
変
更
の
先
例
：

こ
の
根
本
問
題
は
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
と
っ
て
、
新
し
い
事
項
で
は

な
い
。

曰
く
、
こ
の
事
は
既
に
、
人
格
保
護
と
名
誉
保
護
に
関
す
る
裁

判
所
の
判
決
で
示
さ
れ
、
し
か
も
強
く
批
判
さ
れ
た
。
基
本
法
は
、

そ
の
第
五
条
第
二
項
で
「
個
人
的
名
誉
の
権
利
」
と
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
基
本
権
は
、
諸
判
決
の
帰
結
の
中
で
、
裁
判
所
の
言
語

慣
用
か
ら
ほ
ぼ
消
え
去
り
、
し
か
も
一
般
的
人
格
権
と
言
う
不
明

確
な
法
概
念
の
中
に
埋
没
し
た
。「
兵
士
は
殺
人
者
」
判
決
、
十

こ
の
テ
ー
マ
の
現
実
性
と
衝
撃
性
を
証
明
し
て
い
る
（
10
）
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
改
正
行
為
に
基
づ
く
憲

法
の
支
配
者
と
な
る
傾
向
に
対
し
て
危
惧
が
表
明
さ
れ
、
こ
の
傾

向
に
対
す
る
著
名
な
国
法
学
者
の
批
判
の
事
実
も
提
示
さ
れ
て
い

る
。10

．
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判

決
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
ホ
モ

ペ
ア
の
為
の
「
夫
婦
合
算
課
税
適
用
判
決
」
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に

よ
れ
ば
、
再
び
こ
の
論
議
を
先
鋭
化
し
た
。

曰
く
、
事
物
の
明
確
化
の
為
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
管

轄
問
題
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
事
物
内
容
（
婚
姻
と
同
性
婚
の

平
等
）
で
も
、
こ
れ
に
付
い
て
の
裁
判
所
の
決
定
が
重
要
な
の
で

は
な
い
。
婚
姻
と
同
性
婚
の
平
等
化
の
公
共
体
に
対
す
る
望
ま
し

さ
、
合
目
的
性
な
ら
び
に
予
測
さ
れ
る
帰
結
に
付
い
て
、
人
は
、

宗
教
的
、
世
界
観
的
及
び
社
会
政
策
的
事
前
理
解
か
ら
し
て
、
異

な
っ
た
見
解
を
持
ち
得
る
（
11
）
。

二
〇
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憲
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？
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憲
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（
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（
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ナ
ー
と
の
不
平
等
な
扱
い
は
、
基
本
法
第
三
条
第
一
項
の
一
般
的

平
等
規
定
と
相
容
れ
な
い
。
基
本
法
第
六
条
第
一
項
に
お
け
る
婚

姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
広
が
っ
て
い
る
見

解
に
よ
れ
ば
、「
古
臭
い
」
と
宣
言
さ
れ
、「
裁
判
所
の
判
決
に
よ

り
廃
止
さ
れ
」、
し
か
も
「
屑
物
」
と
な
っ
た
の
だ
（
14
）
。

14
．
第
二
法
廷
は
憲
法
制
定
権
者
の
意
図
を
無
視
：

自
ら
の
判
決
を
根
拠
と
し
て
、
第
二
法
廷
は
以
下
の
様
に
述
べ

る
。婚

姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
全
く
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
婚
姻
と
家
族
へ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
同
性
婚
）・

モ
デ
ル
の
適
応
が
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

法
廷
の
上
記
の
主
張
に
対
し
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
以
下
の
様
に
反

論
す
る
。

法
廷
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
婚
姻
と
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
・
モ
デ
ル
と
の
正
に
こ
の
適
応
を
、
自
ら
の
観
点
か
ら
し
て
、

社
会
と
国
家
の
維
持
の
為
に
婚
姻
と
家
族
の
唯
一
か
つ
不
動
の
意

義
故
に
、
排
除
し
よ
う
と
し
た
事
実
を
無
視
し
て
い
る
の
だ
。
基

本
法
第
六
条
の
成
立
に
関
わ
る
憲
法
制
定
審
議
会
の
議
事
録
を
見

た
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
疑
念
が
排
除
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
15
）
。

字
架
判
決
な
ら
び
に
絵
の
中
に
呈
示
さ
れ
、
し
か
も
憲
法
裁
判
所

判
事
に
よ
っ
て
「
芸
術
」
と
評
価
さ
れ
、
か
つ
保
護
さ
れ
た
「
連

邦
国
旗
へ
の
小
水
か
け
行
為
」
に
関
す
る
判
決
裁
判
所
の
管
轄
限

界
に
該
当
す
る
。

ま
た
変
化
す
る
時
代
精
神
に
沿
っ
て
裁
判
官
が
実
行
し
た
憲
法

内
容
の
変
更
の
更
な
る
用
例
は
、
刑
法
上
の
強
制
（
刑
法
第

二
四
〇
条
）
の
検
査
の
枠
内
に
於
け
る
「
座
り
込
み
」
に
関
す
る

判
決
が
提
供
し
て
い
る
。「
暴
力
」
概
念
の
裁
判
官
に
よ
る
変
更

と
八
〇
年
に
わ
た
る
判
決
伝
統
か
ら
の
離
反
は
、
第
一
法
廷
に
お

け
る
僅
か
一
票
の
多
数
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
13
）
。

こ
こ
で
は
、
憲
法
内
容
変
更
の
用
例
と
し
て
、
一
連
の
判
例
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

13
．
婚
姻
者
と
同
性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
不
平
等
扱
い
は
一

般
的
平
等
規
定
と
相
容
れ
な
い
か
：

更
に
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
憲
法
政
策
的
形
成
効
果
の
用
例
と
し
て
、

基
本
法
第
六
条
第
一
項
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決

を
挙
げ
る
。

曰
く
、
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
者
と
同
性
生
活
パ
ー
ト

二
〇
五
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い
」
と
確
定
し
た
事
実
で
あ
る
（
16
）
。

こ
こ
で
は
、
平
等
規
定
の
適
用
に
際
し
て
、
同
じ
事
項
が
同
じ

く
扱
わ
れ
る
場
合
に
の
み
説
得
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
更
に
、「
平

等
」
概
念
が
利
用
者
と
そ
の
基
準
の
世
界
観
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
）
予
備
理
解
を
含
ん
で
い
る
事
実
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
指
摘
さ
れ
、
し
か
も
。「
平
等
」
問
題
の
決
定
的
点
と
し
て
、

憲
法
制
定
権
者
が
一
九
四
九
年
「
婚
姻
と
家
族
が
国
家
秩
序
の
特

別
の
保
護
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
確
定
し
た
事
実

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

16
．
婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
一
般
的
平
等
規
定
に
よ
る
均
等

化
を
許
さ
な
い
：

つ
ま
り
婚
姻
と
家
族
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
制
定

権
者
の
評
価
の
中
で
、
同
性
の
生
活
共
同
体
に
対
し
て
、
根
本
的

に
異
な
っ
て
い
る
（
つ
ま
り
同
じ
で
は
な
い
）
の
で
あ
る
。

曰
く
、
婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
、
勘
違
い
さ
れ
た
「
よ
り
高

い
」
一
般
的
平
等
規
定
の
援
用
を
通
し
て
均
等
化
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
の
だ
。
そ
の
反
対
が
基
本
法
第
六
条
第
一
項
で
明
示
的
に
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
対
し
て
も
、
自
ら
の

婚
姻
と
家
族
へ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
同
性
婚
）
モ
デ

ル
の
適
応
可
能
性
に
関
し
、
第
二
法
廷
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
、

リ
ュ
タ
ー
ズ
は
否
定
す
る
。

15
．
第
二
法
廷
の
根
拠
は
一
般
的
平
等
条
項
：
し
か
し
平
等
と

は
？

リ
ュ
タ
ー
ズ
は
更
に
、
裁
判
所
の
根
拠
付
け
が
一
般
的
平
等
規

定
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
同
じ
事
項
が
同
じ
く

扱
わ
れ
る
場
合
に
の
み
説
得
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

曰
く
、
平
等
規
定
の
適
用
に
際
し
て
は
、「
平
等
」
概
念
が　

│　
「
理
性
」
と
同
様
に　

│　

不
可
避
的
に
、
利
用
者
と
そ
の

基
準
の
世
界
観
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）
予
備
理
解
を
含
ん
で
い

る
事
実
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
事
は
既
に
グ
ス
タ

フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
的
確
に
記
述
し
て
い
る
（
15a
）
。
決
定
的
問
題

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
如
何
な
る
価
値
評
価
の
下
で
何
が
「
同

じ
」
で
、
何
が
「
同
じ
で
な
い
」
の
か
？
平
等
も
し
く
は
差
別
に

関
す
る
判
定
は
、
何
時
で
も
、
世
界
観
的
に
事
前
刻
印
さ
れ
た
諸

基
準
下
の
既
存
の
不
平
等
の
抽
象
化
で
あ
る
。「
平
等
」
問
題
の

為
の
決
定
的
点
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
一
九
四
九
年
「
婚
姻
と
家

族
が
国
家
秩
序
の
特
別
の
保
護
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

二
〇
六
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憲
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法
及
び
刑
法
規
定
に
鑑
み
、
婚
姻
と
家
族
の
同
性
生
活
共
同
体
と

の
急
進
的
で
完
全
な
同
置
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い

は
意
図
さ
れ
た
と
す
る
事
は
、
考
え
難
い
ば
か
り
か
不
適
当
で
あ

る
（
18
）
。こ

こ
で
は
憲
法
制
定
権
者
の
本
来
的
意
図
が
規
範
目
的
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
婚
姻
と
家
族
の
同
性
生
活
共
同
体
と

の
完
全
な
同
置
が
不
適
切
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
の
だ
。

18
．
法
比
較
及
び
法
史
の
概
観
：
国
連
の
関
連
諸
宣
言

更
に
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
法
比
較
及
び
法
史
の
概
観
も
有
用
で
あ

る
と
し
て
、
国
連
の
以
下
の
関
連
諸
宣
言
「
家
族
は
社
会
の
自
然

的
基
本
単
位
で
あ
る
。」、「
家
族
は
社
会
の
自
然
的
中
核
細
胞
で

あ
る
。」
を
挙
げ
、
以
下
の
様
に
結
論
付
け
る
。

曰
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
決
定
を
以
て
、
基
本
法
第

六
条
第
一
項
の
本
来
的
基
本
目
的
か
ら
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
正

に
こ
の
目
的
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
対
応
す
る
憲
法
解
釈
の

放
棄
で
き
な
い
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
婚
姻
と
家
族
の

優
先
的
保
障
を
除
去
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
19
）
。

判
例
に
よ
り
、
た
と
え
平
等
規
定
を
超
法
律
的
自
然
法
の
レ
ベ
ル

に
高
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
均
等
化
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
敢
え
て
こ
れ
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
憲
法
を
改
正
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
平
等
規
定
は
、
た
と
え
裁
判
所
が
平
等

の
可
変
的
内
容
を
変
遷
し
た
時
代
精
神
に
向
け
よ
う
と
も
、
基
本

法
第
七
九
条
の
変
更
を
目
的
と
す
る
一
般
的
投
入
可
能
な
闘
争
条

項
で
は
な
い
（
17
）
。

こ
こ
で
は
、「
同
じ
で
な
い
」
事
項
に
、
た
と
え
法
廷
で
あ
っ

て
も
、
安
易
に
平
等
条
項
が
適
用
で
き
な
い
点
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
敢
え
て
平
等
条
項
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
憲
法

条
項
の
改
正
が
必
要
と
さ
れ
る
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。

17
．
婚
姻
保
護
条
項
の
規
範
目
的
は
？
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
保
障
内
容

の
適
切
な
解
釈
に
は
、
基
本
法
の
始
祖
（
制
定
者
）
達
に
よ
っ
て

一
致
し
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
先
ず
は
こ
の
規
定
の
内
容
と
立

法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
規
範
目
的
が
問
わ
れ
る
事
が
所
属
し
た

は
ず
で
あ
る
。

曰
く
、
一
九
四
九
年
に
支
配
し
た
社
会
的
確
信
な
ら
び
に
家
族

二
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
六
四
）

か
ら
離
反
し
、
憲
法
を
判
例
法
的
に
「
柔
軟
化
」
し
、
婚
姻
と
同

性
婚
と
を
同
置
す
る
事
に
よ
っ
て
、
憲
法
変
更
機
関
と
化
し
て
い

る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

20
．
憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
の
無
視
は

許
さ
れ
な
い
：

こ
の
指
摘
は
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
家
族
な
ら
び
に

同
性
の
生
活
共
同
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
秩
序
及
び
法
秩
序
の
限

界
内
で
相
互
に
接
近
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
同
置
す
る
事
が
立
法

者
あ
る
い
は
憲
法
制
定
権
者
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
を
意
味
す
る

の
で
は
な
く
、
憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
を

無
視
す
る
事
、
つ
ま
り
基
本
法
を
自
律
的
に
判
例
法
的
に
変
更
す

る
事
が
、
そ
の
判
決
の
枠
内
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
帰
属
す
る
か

否
か
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

曰
く
、
こ
の
配
慮
な
し
に
憲
法
改
正
に
お
け
る
権
力
移
行
を
目

的
と
し
て
行
わ
れ
た
『
戦
闘
条
項
』
と
し
て
の
平
等
原
則
の
適
用

は
、
そ
の
時
々
の
時
代
精
神
の
変
更
的
解
釈
に
任
意
に
規
範
効
果

を
付
与
す
る
危
険
を
含
む
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
投
入
さ
れ
た

平
等
概
念
は
、
意
図
す
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解

釈
者
の
世
界
観
的
事
前
理
解
を
実
現
す
る
事
に
な
る
（
21
）
。

国
連
が
家
族
を
「
社
会
の
自
然
的
基
本
単
位
、
自
然
的
中
核
細

胞
」
と
指
摘
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
廷
判
決
が
基
本
法

第
六
条
第
一
項
の
本
来
的
基
本
目
的
か
ら
離
反
し
て
い
る
事
実
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

19
．
裁
判
所
は
『
憲
法
の
保
護
者
』
の
地
位
か
ら
離
れ
て
い
る
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
憲
法
の
保
護
者
」
と

し
て
の
機
能
を
個
別
ケ
ー
ス
に
お
い
て
ば
か
り
か
、
役
割
変
更
の

意
味
で
、
益
々
変
更
し
、
且
つ
こ
れ
か
ら
離
れ
て
い
る
と
主
張
す

る
。曰

く
、
裁
判
所
は
、
憲
法
を
社
会
的
変
革
の
エ
ン
ジ
ン
と
し
て

判
例
法
的
に
「
柔
軟
化
し
」、
変
形
し
、
し
か
も
基
本
法
的
諸
保

障
を
古
臭
い
（
時
代
錯
誤
）
と
宣
言
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
様
に

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
の
保
護
者
か
ら
、
基
本
法
で
予
定
さ

れ
て
い
な
い
憲
法
変
更
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
決
定

は
、
憲
法
的
序
列
を
伴
っ
て
判
例
法
的
に
命
じ
ら
れ
た
婚
姻
と
同

性
婚
の
同
置
な
の
だ
。
憲
法
裁
判
所
自
体
あ
る
い
は
立
法
機
関
の

憲
法
改
正
多
数
の
み
が
こ
の
状
況
を
変
更
で
き
る
の
だ
が
（
20
）
。

こ
こ
で
は
、
裁
判
所
が
、「
憲
法
の
保
護
者
」
と
し
て
の
機
能

二
〇
八



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
六
五
）

族
」
に
到
達
し
た
の
だ
。
法
基
本
諸
概
念
の
こ
の
様
な
解
釈
変
更

は
、
近
年
の
ド
イ
ツ
法
史
に
お
け
る
警
告
的
「
モ
デ
ル
」
に
他
な

ら
な
い
（
22
）
。

こ
こ
で
は
、
平
等
規
定
に
よ
る
根
拠
付
け
は
、
裁
判
所
が
目
標

と
す
る
「
婚
姻
と
家
族
」
の
同
性
的
生
活
共
同
体
と
の
広
範
囲
な

同
置
の
結
果
が
、「
事
実
の
規
範
力
」
の
原
則
か
、
あ
る
い
は

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
範
力
」
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
、
そ

の
時
々
の
時
代
精
神
の
意
味
に
お
け
る
「
平
等
」
の
可
変
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
従
う
事
に
な
る
と
言
う
中
核
問
題
を
隠
ぺ
い
す
る
危

険
を
孕
む
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

22
．
差
別
と
は
？
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
同
性
婚
の
同
置
に
対
す
る
法

廷
の
主
根
拠
は
、
異
な
っ
た
扱
い
が
、
そ
の
性
性
向
を
理
由
と
す

る
同
性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
の
差
別
に
あ
る
と
す
る
そ
の
見
解
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
差
別
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
同

性
的
生
活
共
同
体
が
本
質
的
諸
点
に
於
い
て
異
な
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
除
外
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
へ

の
配
慮
を
無
視
し
た
、「
闘
争
条
項
」
と
し
て
の
平
等
原
則
の
安

易
な
適
用
が
、
解
釈
者
（
法
廷
）
の
世
界
観
的
事
前
理
解
を
実
現

す
る
危
険
を
孕
む
事
に
な
る
と
警
告
さ
れ
て
い
る
。

21
．
時
代
精
神
に
満
ち
た
「
平
等
」
の
可
変
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

へ
の
従
属
が
問
題
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
決
定
資
料
の
中
核
で
は
、

い
か
な
る
方
式
で
社
会
構
造
、
行
動
方
式
及
び
価
値
観
が
憲
法
秩

序
の
内
容
に
影
響
す
べ
き
か
が
重
要
で
あ
る
。

曰
く
、
平
等
規
定
に
よ
る
根
拠
付
け
は
、
以
下
の
中
核
問
題
を

隠
ぺ
い
す
る
。
つ
ま
り
裁
判
所
が
目
標
と
す
る
「
婚
姻
と
家
族
」

の
同
性
的
生
活
共
同
体
と
の
広
範
囲
な
同
置
の
結
果
が
、
疑
念
の

あ
る
「
事
実
の
規
範
力
」
の
原
則
か
、
あ
る
い
は
同
様
に
問
題
の

あ
る
、
勘
違
い
さ
れ
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
範
力
」
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
、
そ
の
時
々
の
時
代
精
神
の
意
味
に
お
け
る

「
平
等
」
の
可
変
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
う
事
に
な
る
の
だ
。
法

廷
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
基
本
法
の
解
釈
変
更
（
基
本
法
第
六
条
第

一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
）
は
、
並
行
す
る
内
容
の
本
来
的
規
範

目
的
か
ら
離
れ
た
設
定
を
通
し
て
基
本
概
念
た
る
「
婚
姻
及
び
家

二
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
六
六
）

23
．
憲
法
的
唯
一
重
要
問
題
は
「
誰
が
憲
法
を
支
配
し
て
い
る

か
？
」
だ
：

そ
こ
で
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
最
後
に
、
憲
法
的
重
要
問
題
と
し
て
、

「
誰
が
憲
法
を
支
配
し
て
い
る
か
？
」
と
の
問
い
を
発
す
る
。

曰
く
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
判
決
の
中
で
、
基
本
法
は
維
持
さ

れ
ず
、
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と

ケ
ッ
サ
ル
・
ヴ
ル
フ
判
事
の
反
対
意
見
の
中
で
確
認
さ
れ
る
。
つ

ま
り
法
廷
は
、「
こ
の
為
に
唯
一
正
当
な
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら

の
見
解
を
設
定
し
て
い
る
。
社
会
的
変
遷
を
取
り
入
れ
、
評
価
し
、

し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
こ
の
為
の
法
的
形
体
を
用
意
す
る
事
は
、

立
法
者
の
事
項
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
事
項
で
は
あ
り
得
な

い
（
24
）
。」結

論
と
し
て
、「
社
会
的
変
遷
を
取
り
入
れ
、
評
価
し
、
し
か

も
場
合
に
よ
っ
て
こ
の
為
の
法
的
形
体
を
用
意
す
る
事
は
、
立
法

者
の
（
管
轄
）
事
項
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
事
項
で
は
あ
り

得
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、

そ
の
判
決
の
中
で
、
自
ら
の
見
解
を
設
定
し
、
基
本
法
の
変
更
を

行
い
、
結
果
的
に
、
憲
法
を
支
配
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

曰
く
、
こ
れ
に
加
え
、
事
実
的
に
も
、
又
社
会
的
意
識
に
於
い

て
も
子
供
は
ド
イ
ツ
で
は
今
日
に
至
る
ま
で
多
数
は
婚
姻
か
ら
生

じ
て
い
る
事
実
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
性
婚
か
ら

は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
子
供
は
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
を
連
邦

憲
法
裁
判
所
も
変
え
る
事
が
で
き
な
い
。
こ
の
根
本
的
生
物
学
的

相
違
は
、
そ
こ
に
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
主
根
拠
と
国
家
側
か

ら
の
婚
姻
及
び
家
族
に
対
す
る
財
政
的
優
遇
措
置
の
正
当
化
を
認

め
る
べ
き
か
否
か
を
検
査
す
る
き
っ
か
け
を
裁
判
所
に
与
え
得
る

し
、
し
か
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
相

違
の
比
重
は
、
指
摘
さ
れ
た
憲
法
条
文
と
国
際
法
的
諸
規
範
に
も

反
映
さ
れ
て
い
る
（
23
）
。

こ
こ
で
は
、
婚
姻
と
同
性
的
生
活
共
同
体
が
本
質
的
諸
点
に
於

い
て
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
差
別
が
除
外
さ
れ
る
旨
が
指
摘
さ

れ
、
更
に
婚
姻
内
部
に
於
け
る
子
供
の
存
在
、
つ
ま
り
婚
姻
と
同

性
婚
間
の
生
物
学
的
相
違
も
指
摘
さ
れ
、
異
な
る
対
象
の
異
な
る

扱
い
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。

二
一
〇



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
六
七
）

を
試
み
よ
う
。Ⅱ

．
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
判
例
：

は
じ
め
に
：

二
〇
一
三
年
五
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、
合
算

課
税
方
式
に
お
け
る
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
（
い
わ
ゆ

る
同
性
婚
）
間
の
不
平
等
な
扱
い
を
憲
法
違
反
と
判
定
し
た
（
26
）
。
連

立
与
党
の
自
由
民
主
党
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社

会
同
盟
へ
の
厳
し
い
警
告
で
あ
る
と
述
べ
た
。
何
故
な
ら
ド
イ
ツ

の
諸
政
党
の
中
で
、
与
党
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
の
み
が
、

婚
姻
と
い
わ
ゆ
る
同
性
婚
の
税
制
上
の
完
全
平
等
に
反
対
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
（
27
）
。

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
に
あ
る
同
性
婚
も
合
算
課
税
の

受
益
者
と
な
る
べ
き
だ
と
言
う
の
が
第
二
法
廷
の
結
論
で
あ
る
。

従
っ
て
、
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
の
不
平
等
な
扱

い
が
違
憲
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

判
決
の
根
拠
と
し
て
、
第
二
法
廷
は
、
性
的
性
向
を
根
拠
と
す

る
不
平
等
な
扱
い
が
基
本
法
の
平
等
条
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。

24
．
裁
判
官
は
本
業
に
徹
す
べ
き
：

付
加
的
注
目
の
対
象
と
し
て
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
最
近
し
ば
し
ば

手
続
き
の
外
側
に
お
け
る
将
来
の
諸
決
定
に
関
す
る
裁
判
所
判
事

の
注
釈
あ
る
い
は
予
測
を
挙
げ
る
。

曰
く
、
ラ
ン
メ
ル
ト
・
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
長
は
、
こ
れ
に
関

連
し
て
、「
基
本
法
の
解
釈
を
越
え
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
形
成

渇
望
が
存
在
し
て
い
る
様
な
」
印
象
を
受
け
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
裁
判
所
の
判
事
が
そ
の
判
決
に
付
い
て
、
専
ら
判
決
と
反
対

意
見
に
限
定
し
、
手
続
き
の
外
側
で
、
記
者
会
見
、
専
門
誌
、
あ

る
い
は
「
背
景
対
話
」
の
中
で
発
言
し
な
い
方
が
裁
判
所
の
威
信

を
高
め
る
事
に
な
ろ
う
。
こ
の
裁
判
所
が
自
ら
を
基
本
法
の
変
更

要
素
と
誤
解
す
る
な
ら
ば
、
時
代
精
神
を
指
向
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
を
歓
喜
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
の

保
護
者
と
し
て
の
任
務
に
は
失
敗
す
る
事
に
な
ろ
う
（
25
）
。

「
裁
判
官
は
本
業
に
徹
す
べ
き
」
と
す
る
リ
ュ
タ
ー
ズ
の
主
張

は
、
誠
に
そ
の
通
り
で
あ
り
、
コ
メ
ン
ト
の
必
要
が
認
め
ら
れ
な

い
。以

下
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
の
批
判
対
象
と
さ
れ
て
い
る
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
第
二
法
廷
の
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決
自
体
の
検
討

二
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
六
八
）

平
等
の
為
に
熟
し
て
い
る
現
実
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。」
と
述

べ
た
。

緑
の
党
の
連
邦
議
会
事
務
局
長
フ
ォ
ル
カ
ー
・
べ
ッ
ク
は
、
こ

の
判
決
は
、「
同
権
、
同
等
の
愛
、
そ
し
て
平
等
な
婚
姻
」
関
係

を
明
確
化
し
、
ホ
モ
や
レ
ズ
に
対
す
る
最
良
の
日
で
あ
る
と
表
明

し
た
。

左
派
党
は
、
な
か
ん
ず
く
、
婚
姻
が
レ
ズ
・
ホ
モ
に
も
開
か
れ

る
べ
き
と
主
張
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
の
中
に
も
、
既
に
以
前
か
ら
ホ

モ
・
レ
ズ
ペ
ア
の
権
利
強
化
に
賛
同
し
、
今
般
の
法
廷
判
決
を
支

持
す
る
集
団
が
存
在
す
る
。

ド
イ
ツ
・
レ
ズ
・
ホ
モ
連
盟
（
Ｌ
Ｓ
Ｖ
Ｄ
）
は
、
第
二
法
廷
の

判
決
を
歓
迎
し
、
性
的
性
向
に
関
わ
り
な
く
、
平
等
原
則
が
全
て

の
市
民
に
妥
当
す
る
と
し
、
婚
姻
の
扉
が
完
全
に
開
か
れ
る
べ
き

と
の
見
解
を
強
調
し
た
。

同
性
婚
の
税
制
上
の
平
等
化
へ
の
法
廷
判
決
は
既
に
早
く
か
ら

予
測
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
平
等
化
要
求
は
、
更
に
養
子
縁
組
か
ら

土
地
取
得
税
に
ま
で
至
る
。

法
廷
は
更
に
、
こ
の
違
憲
法
律
が
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
ま
で
遡

及
し
て
改
正
さ
れ
る
事
を
要
求
し
た
。
し
か
も
法
廷
は
、
夫
婦
の

為
の
合
算
課
税
規
定
（
夫
婦
の
収
入
を
合
算
し
て
二
分
し
た
額
に

課
税
）
が
新
た
な
規
定
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
過
渡
的
に
登
録

済
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
（
い
わ
ゆ
る
同
性
婚
）
に
も
適
用
さ
れ
る
と

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
二
法
廷
は
、
税
法
に
於
い
て
、
婚
姻

者
と
同
性
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
を
（
い
わ
ゆ
る
ホ
モ
・
レ
ズ
婚
姻

者
）
を
完
全
に
同
置
し
た
。

こ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
を
例
外
と
し
て
、
連

邦
議
会
に
代
表
さ
れ
る
全
て
の
諸
政
党
が
こ
の
様
な
平
等
化
に
賛

同
し
て
い
た
。

連
立
与
党
で
あ
る
自
由
民
主
党
書
記
長
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ド
ェ
ー

リ
ン
グ
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
が
こ
れ
ま
で
自
発

的
に
法
改
正
と
取
組
ま
な
か
っ
た
事
は
悲
劇
だ
！
」
と
ま
で
述
べ

た
。野

党
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
の
院
内
総
務
ト
ー
マ
ス
・
オ
ッ

パ
ー
マ
ン
は
、
判
決
が
連
邦
政
府
に
対
す
る
ビ
ン
タ
を
意
味
す
る

と
見
做
し
、「
メ
ル
ケ
ル
の
連
立
は
、
第
二
法
廷
に
よ
っ
て
追
い

込
ま
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
時
代
が
既
に
婚
姻
と
同
性
婚
の
完
全
な

二
一
二



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
六
九
）

で
あ
る
。

こ
れ
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
が
今
日
公
表
し
た
決
議
の

中
で
決
定
し
た
。
こ
の
法
的
状
況
は
、
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
の

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
法
ま
で
遡
及
し
て
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
過
渡
的
に
夫
婦
合
算
課
税
の
現
行
規
定
が
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
決
定

は
、
賛
成
六
、
反
対
二
の
多
数
で
行
わ
れ
た
。

ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と
ケ
ッ
セ
ル
‐
ヴ
ル
フ
判
事
は
、
共
同
で
反
対

意
見
を
提
出
し
た
（
30
）
。

判
決
の
背
景
と
さ
れ
る
諸
根
拠
：

1
．
合
算
査
定
を
巡
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
異
議
申
立
：

所
得
税
法
は
、
夫
婦
が
い
わ
ゆ
る
合
算
税
率
の
適
用
に
導
く
所

得
税
の
合
算
選
択
を
可
能
に
し
て
い
る
（
所
得
税
法
第
二
六
条
、

二
六
条
ｂ
、
三
二
条
ａ
第
五
項
）。
異
議
申
立
人
は
、
登
録
済
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
の
創
設
後
二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
二
年
の
為

に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
合
算
査
定
を
申
請
し
た
。

税
務
行
政
は
、
こ
れ
に
対
し
て
個
別
査
定
を
実
行
し
た
。
こ
れ
に

夫
婦
所
得
合
算
制
（
税
制
上
の
夫
婦
優
遇
措
置
）
は
、
夫
婦
の

所
得
を
合
算
・
二
分
し
、
本
来
は
累
進
課
税
に
対
応
す
る
。
両
者

の
ど
ち
ら
側
が
所
得
に
寄
与
す
る
か
は
重
要
で
は
な
い
。
夫
婦
の

一
方
の
み
が
稼
ぎ
手
の
場
合
に
最
も
有
利
に
作
用
す
る
。
こ
れ
に

対
し
、
夫
婦
双
方
が
同
等
の
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
如
何
な

る
優
遇
措
置
も
期
待
で
き
な
い
。
従
っ
て
家
族
政
策
者
の
中
に
は
、

夫
婦
合
算
制
度
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
っ
て
（
子
供
も
含
む
）
家

族
合
算
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
者
も
存
在
す
る
（
28
）
。

以
下
第
二
法
廷
判
決
自
体
を
紹
介
し
よ
う
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決
（
29
）
：

「
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
夫
婦
合
算
課
税
制
度
か
ら
の

排
除
は
違
憲
。」

夫
婦
合
算
課
税
制
度
に
お
け
る
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と

婚
姻
の
不
平
等
な
扱
い
は
違
憲
で
あ
る
。
所
得
税
法
の
こ
れ
に
関

連
す
る
諸
規
定
は
一
般
的
平
等
規
定
に
違
反
す
る
。
何
故
な
ら
、

こ
の
不
平
等
な
扱
い
に
対
す
る
充
分
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
か
ら

二
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
七
〇
）

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
す
る
こ
の
決
定
は
、
性
的
性
向

と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

曰
く
、
人
的
諸
集
団
の
不
平
等
な
扱
い
の
ケ
ー
ス
で
は
、
通
常

比
例
適
合
原
則
の
必
要
に
対
す
る
立
法
者
の
厳
し
い
拘
束
が
存
在

す
る
。
人
的
関
連
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
基
本
法
第
三
条
第
三
項
に
接

近
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
不
平
等
な
扱
い
が
少
数
派
の
差
別

に
導
く
危
険
が
大
き
い
ほ
ど
、
正
当
化
へ
の
要
求
は
厳
し
く
な
る
。

こ
の
事
は
、
性
的
性
向
に
従
っ
た
差
別
の
場
合
に
該
当
す
る
（
33
）
。

b）　

婚
姻
の
特
別
保
護
命
令
の
指
示
だ
け
で
は
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
度
差
別
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
：

法
廷
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
六
条
第
一
項
に
お
け
る
婚
姻
と
家

族
の
特
別
保
護
だ
け
で
は
、
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制

の
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
で
き
な
い
。
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の

価
値
決
定
は
婚
姻
を
相
互
義
務
拘
束
の
低
さ
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ

る
他
の
生
活
共
同
体
に
対
し
て
よ
り
よ
い
地
位
を
付
与
す
る
事
に

適
合
す
る
客
観
的
区
別
根
拠
を
形
成
す
る
。
婚
姻
の
特
権
化
が
他

の
比
較
的
に
法
拘
束
的
に
規
定
さ
れ
た
生
活
形
態
の
冷
遇
と
並
行

し
て
現
れ
る
場
合
、
婚
姻
の
保
護
命
令
へ
の
指
示
だ
け
で
は
、
こ

反
対
す
る
訴
え
は
、
財
務
裁
判
所
に
於
い
て
も
、
連
邦
財
務
裁
判

所
に
於
い
て
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
判
決
に
対
し
、

異
議
申
立
人
は
、
憲
法
異
議
申
立
を
行
っ
た
（
31
）
。

2
．
所
得
税
法
規
定
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
の
夫
婦
と
異
な
る

適
用
は
平
等
条
項
に
違
反
：

第
二
法
廷
は
、「
所
得
税
法
第
二
六
条
、
二
六
条
ｂ
、
三
二
条

ａ
第
五
項
は
、
夫
婦
と
は
異
な
っ
て
、
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

達
に
合
算
査
定
の
可
能
性
と
こ
れ
と
関
連
す
る
合
算
手
続
の
適
用

を
開
か
な
い
限
り
、
基
本
法
第
三
条
第
一
項
と
相
容
れ
な
い
。」

と
し
、
攻
撃
対
象
諸
判
決
を
破
棄
し
、
事
案
を
再
審
の
為
に
連
邦

財
務
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
（
32
）
。

a）　

婚
姻
と
同
性
婚
間
の
不
平
等
扱
い
は
性
的
性
向
を
理
由
と

す
る
少
数
派
の
差
別
：

法
廷
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
合
算
課
税
方
式
の
規
定
に
於
け
る
既
婚

者
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
不
平
等
扱
い
は
、
基
本
法
第

三
条
第
一
項
の
一
般
的
平
等
規
定
を
基
準
と
す
べ
き
性
的
性
向
を

理
由
と
す
る
間
接
的
不
平
等
扱
い
を
提
示
し
、
た
と
え
こ
れ
自
体

が
家
族
内
身
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
婚
姻
あ
る
い
は

二
一
四



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
七
一
）

得
に
同
一
課
税
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

曰
く
、
合
算
課
税
手
続
は
、
婚
姻
の
民
法
的
基
本
思
想
を
収
入

と
消
費
の
共
同
体
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
登
録
済
生
活
パ
ー

ト
ナ
ー
制
度
も
収
入
と
消
費
の
共
同
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

既
に
そ
の
二
〇
〇
一
年
の
導
入
以
来
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
、

税
法
上
の
設
定
に
と
っ
て
本
質
的
な
そ
の
基
本
的
様
相
で
、
婚
姻

と
比
較
可
能
で
あ
る
。
生
活
必
要
の
充
足
の
為
の
業
務
に
お
け
る

相
互
義
務
権
限
な
ら
び
に
自
ら
の
財
産
に
対
す
る
処
置
権
の
制
限

は
、
両
制
度
に
お
い
て
同
一
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、

既
に
二
〇
〇
一
年
以
来
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
達
は
、
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
契
約
の
締
結
意
思
が
な
い
場
合
、（
夫
婦
財
産
の
）
剰
余
共

同
制
の
為
の
規
定
が
妥
当
す
る
い
わ
ゆ
る
調
整
共
同
制
に
合
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
に
は
、
明
示

的
に
剰
余
共
同
制
が
通
常
の
財
産
分
配
規
定
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。

更
に
離
婚
に
際
し
て
、
一
九
七
七
年
以
来
導
入
さ
れ
た
、
扶
養
調

整
が
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
の
廃
止
に
も
及
ん
だ
（
36
）
。

合
算
課
税
手
続
で
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
の
不
平
等
扱

い
は
正
当
化
で
き
な
い
：

法
廷
に
よ
れ
ば
、
家
族
政
策
的
意
図
は
、
合
算
課
税
手
続
に
関

の
区
別
を
正
当
化
し
な
い
。

曰
く
、
立
法
者
は
、
こ
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
を
当
初
か
ら
婚

姻
と
比
較
可
能
な
方
式
で
包
括
的
に
制
度
化
さ
れ
た
責
任
共
同
体

と
し
て
把
握
し
、
し
か
も
既
存
の
相
違
を
継
続
的
に
削
減
し
た
。

婚
姻
と
同
様
に
、
こ
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
非
拘
束
的
パ
ー

ト
ナ
ー
関
係
と
も
、
親
戚
間
の
法
関
係
と
も
異
な
っ
て
い
る
（
34
）
。

c）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇
を
正
当
化

す
る
根
拠
無
し
：

従
っ
て
法
廷
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
指
摘
を
越

え
て
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇
を
そ
れ
ぞ
れ

の
規
定
対
象
及
び
規
定
目
標
を
基
準
と
し
て
正
当
化
す
る
に
は
、

十
分
な
根
拠
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
合
算
課
税
手

続
き
に
対
し
、
所
得
税
に
お
け
る
規
範
目
的
か
ら
も
、
立
法
者
の

類
型
化
権
限
か
ら
も
引
き
出
し
得
な
い
（
35
）
。

aa）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
税
法
上
の
設
定
に
際
し
基
本
的

様
相
で
婚
姻
と
比
較
可
能
：

法
廷
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
八
年
に
導
入
さ
れ
た
合
算
課
税
手
続

の
目
的
は
、
夫
婦
間
の
所
得
配
分
に
関
わ
り
無
く
、
同
一
総
合
所

二
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
七
二
）

し
か
も
全
て
の
婚
姻
が
子
供
を
指
向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

他
方
で
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
に
於
い
て
も
益
々
子
供
が
育
成
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
形
成
が
考
え
ら
れ
る
し
、
し
か
も
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
の
一
方
が
重
点
的
に
子
供
の
養
育
を
引
受
け
る
事
は

全
く
稀
な
事
で
は
な
い
（
38
）
。

bb）　

立
法
者
は
婚
姻
の
特
権
化
を
類
型
化
権
限
を
以
て
正
当
化

で
き
な
い

法
廷
に
よ
れ
ば
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
と
の
関
係
に
お
け
る

婚
姻
の
特
権
化
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
し
て
、
税
法
に
お
け

る
立
法
者
の
類
型
化
権
限
を
以
て
根
拠
づ
け
る
事
は
出
来
な
い
。

曰
く
、
類
型
化
と
は
本
質
的
諸
要
素
に
於
け
る
一
定
の
同
質
の

生
活
関
係
を
規
範
的
に
要
約
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
諸
設
定

は
、
規
範
目
的
を
指
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
類
型
化
は
、
そ

こ
か
ら
生
ず
る
苦
境
や
不
公
正
の
回
避
が
極
め
て
困
難
で
あ
り
、

比
較
的
少
数
が
こ
れ
に
該
当
し
、
し
か
も
平
等
規
定
へ
の
違
反
が

必
ず
し
も
高
密
度
で
な
い
事
が
前
提
と
さ
れ
る
。

類
型
化
に
対
す
る
立
法
者
の
余
地
は
、
基
本
法
第
三
条
第
一
項

の
外
側
の
憲
法
的
課
題
が
重
け
れ
ば
重
い
程
、
狭
く
な
る
。
そ
の

余
地
は
、
基
本
法
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
特
別
差
別
禁
止

す
る
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等
扱
い
を
正
当

化
で
き
な
い
。
所
得
税
法
に
よ
れ
ば
、
合
算
課
税
利
点
の
付
与
は
、

夫
婦
が
永
続
的
に
別
居
し
て
い
な
い
婚
姻
の
み
に
依
存
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
子
供
の
存
在
な
ら
び
に
婚
姻
中
の
夫
婦
間
の
共
同
の

子
供
が
生
ま
れ
る
可
能
性
は
関
わ
り
が
な
い
（
37
）
。

合
算
課
税
制
は
、
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分
に
際
し
て
、
夫
婦
の

活
動
余
地
を
広
げ
る
：
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
も
同
様；

法
廷
に
よ
れ
ば
、
合
算
課
税
制
は
、
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分
に

際
し
て
、
夫
婦
の
活
動
余
地
を
広
げ
、
し
か
も
、
と
り
わ
け
一
方

の
側
が
（
子
供
の
教
育
あ
る
い
は
養
育
故
の
）
家
族
内
労
働
故
に
、

就
業
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
し
か
就
業
し
て
い
な

い
家
族
の
為
に
考
え
ら
れ
た
規
定
と
も
見
做
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
も
婚
姻
法
と
同
様
に
当
事
者

に
自
ら
の
個
人
的
及
び
掲
載
的
生
活
遂
行
に
関
し
て
形
成
の
自
由

を
承
認
し
、
し
か
も
家
族
内
労
働
と
就
業
活
動
の
同
価
値
か
ら
出

発
し
て
い
る
。

不
平
等
扱
い
を
正
当
化
出
来
る
様
な
婚
姻
者
と
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
間
の
生
活
状
況
の
相
違
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
確
認
で
き

な
い
。
一
方
で
全
て
の
婚
姻
に
子
供
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

二
一
六
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を
見
落
と
す
事
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
達
の
正
に
性
的
性
向
を
理
由
と

す
る
間
接
的
差
別
に
導
い
て
行
く
（
39
）
。

3
．
立
法
者
は
憲
法
違
反
状
態
を
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
に
遡

及
し
て
排
除

立
法
者
は
、
確
認
さ
れ
た
憲
法
違
反
を
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度

の
導
入
時
点
の
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
ま
で
遡
及
し
て
排
除
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
は
こ
の
為
に
多
様
な
可
能
性
を
有
し

て
い
る
の
で
、
両
立
不
能
宣
言
の
み
が
考
え
ら
れ
る
。
立
法
者
が

迅
速
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
規
定
の
発
効
ま
で
の
間
、
所

得
税
法
第
二
六
条
、
二
六
条
ｂ
、
三
二
条
ａ
第
五
項
は
、
法
的
状

況
に
関
す
る
不
安
定
を
回
避
す
る
為
に
、
登
録
済
み
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
も
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
以
降
、
夫
婦
に
有
効
な
諸
前
提
下

に
、
合
算
及
び
合
算
課
税
手
続
の
適
用
を
請
求
で
き
る
と
の
条
件

を
伴
っ
て
適
用
で
き
る
（
40
）
。

が
該
当
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚
姻
が
同
等
に
、
消
費
と
収
入

の
共
同
と
し
て
設
定
さ
れ
た
状
況
は
、
類
型
化
す
る
集
団
形
成
に

際
し
て
、
税
制
上
の
平
等
な
扱
い
を
命
ず
る
。

子
供
の
育
成
奨
励
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
合
算
課
税
手
続
に
お

け
る
夫
婦
の
登
録
済
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
類
型
的
優
遇
措
置
は

考
え
ら
れ
な
い
。
連
邦
財
務
省
の
算
定
に
よ
れ
ば
、
合
算
課
税
総

額
の
九
一
％
が
現
状
も
し
く
は
か
つ
て
の
税
関
連
の
子
供
達
を

伴
っ
た
夫
婦
に
該
当
す
る
。
合
算
課
税
制
度
の
利
点
は
、
パ
ー
ト

ナ
ー
間
の
所
得
差
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
程
大
き
い
の
で
、
登
録

済
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
婚
姻
と
同
様
に
、
内
部
で
子
供
が
成
長
し
、

し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ペ
ア
の
一
方
が
就
業
し
て
い
な
い
か
、

あ
る
い
は
部
分
的
に
し
か
就
業
し
て
い
な
い
場
合
、
合
算
課
税
制

か
ら
利
益
を
得
る
事
に
な
る
。
登
録
済
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
お
け
る

子
供
の
割
合
が
夫
婦
の
割
合
よ
り
も
は
る
か
に
低
い
事
実
は
、
合

算
課
税
手
続
を
婚
姻
ペ
ア
に
類
型
的
に
限
定
す
る
に
は
十
分
で
は

な
い
。
合
算
課
税
手
続
に
お
け
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
冷
遇
は
、

立
法
者
と
行
政
に
対
す
る
大
き
な
困
難
な
し
に
回
避
が
可
能
で
あ

る
。
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
内
で
も
子
供
達
が
成
長
し
て
い
る
事
実

二
一
七
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十
巻
第
四
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〇
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年
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月
）

（
一
六
七
四
）

立
法
者
は
、
こ
の
合
算
課
税
手
続
を
（
夫
婦
財
産
の
）
剰
余
共

同
制
の
「
反
映
」
と
見
做
し
た
。
こ
の
合
算
課
税
手
続
は
、
基
本

法
第
六
条
第
一
項
の
保
護
課
題
に
従
い
、
収
入
と
消
費
の
婚
姻
共

同
体
を
維
持
・
強
化
し
て
い
る
。
婚
姻
の
一
方
側
に
対
し
、
税
制

上
の
損
失
無
し
に
永
続
的
あ
る
い
は
過
渡
的
に
パ
ー
ト
労
働
を
す

る
か
、
あ
る
い
は
専
ら
、
家
族
労
働
に
従
事
す
る
か
の
決
定
を
可

能
に
し
て
い
る
（
42
）
。

b）　

過
渡
規
定
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
し
て
強
制
的
遡
及

延
長
を
規
定
し
て
い
な
い
：

従
っ
て
比
較
可
能
性
の
基
準
に
対
し
て
は
、
財
産
法
及
び
扶
養

調
整
法
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
社
会
保
険
法
に
お
け

る
、
と
り
わ
け
遺
族
扶
養
の
為
の
補
助
的
諸
規
定
が
付
加
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
設
立
的
特
徴
は
、
し
か
し
な
が
ら
二
〇
〇
五
年
一
月
一

日
の
効
力
を
以
て
初
め
て
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
拡
大
さ

れ
た
。
過
渡
規
定
は
、
既
存
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
し
て
強

制
的
遡
及
延
長
を
規
定
し
て
い
な
い
（
43
）
。

Ⅲ 

．
ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と
ケ
ッ
サ
ル-

ヴ
ル
フ
判

事
の
共
同
反
対
意
見
：

1
．
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
ま
で
婚

姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
見
做
さ
れ
て
い
な

い
：

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
が
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
の
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
修
正
法
の
発
効
ま
で
立
法
者
の
明
示
的
意

思
に
従
い
、
婚
姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
し
て
形

成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
を
法
廷
は
誤
認
し
て
い
る
。
既
に
こ

の
事
実
は
、
基
本
法
第
六
条
第
一
項
を
引
き
合
い
に
出
す
必
要
な

し
に
、
訴
訟
対
象
た
る
課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、

二
〇
〇
二
年
の
み
に
お
け
る
婚
姻
の
特
権
化
を
正
当
化
す
る
（
41
）
。

a）　

婚
姻
は
憲
法
に
よ
り
収
入
と
消
費
の
共
同
と
看
做
さ
れ
る
：

婚
姻
は
憲
法
に
よ
っ
て
収
入
と
消
費
の
共
同
と
構
想
さ
れ
、
そ

こ
で
は
夫
婦
の
一
方
側
が
他
の
側
の
収
入
と
負
担
の
そ
れ
ぞ
れ
半

分
に
参
加
し
て
い
る
。
所
得
税
法
第
二
六
条
、
第
二
六
条
ｂ
及
び

第
三
二
条
ａ
は
、
婚
姻
の
民
事
法
制
及
び
社
会
保
険
法
制
を
取
り

入
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら
を
所
得
税
法
の
領
域
の
為
に
継
続
し
た
。

二
一
八
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規
模
で
さ
え
存
在
し
な
い
状
態
で
、
収
入
と
消
費
の
共
同
の
所
得

税
法
上
の
利
点
の
付
与
を
目
的
と
し
て
い
る
。
法
廷
の
根
拠
付
け

は
、
立
法
者
が
意
識
的
に
完
全
な
同
置
を
見
合
わ
せ
、
し
か
も
正

に
両
パ
ー
ト
ナ
ー
の
経
済
的
自
立
を
法
的
指
導
像
と
し
て
際
立
た

せ
た
事
実
も
曖
昧
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
廷
は
、
こ
の

為
に
唯
一
招
聘
さ
れ
て
い
る
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
判
断
を
設

定
し
て
い
る
（
45
）
。

2
．
立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
し
な
い

と
の
推
定
は
根
拠
に
欠
け
る
：

立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
確
認

さ
れ
た
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
し
な
い
と
す
る
法
廷
の
推
定
は
、

充
分
な
根
拠
に
欠
け
る
（
46
）
。

a）　

婚
姻
の
類
型
的
特
権
化
は
正
当
化
さ
れ
る
：

確
か
に
法
廷
は
、
立
法
者
が
一
九
五
八
年
の
合
算
課
税
手
続
の

導
入
を
以
て
、
家
族
政
策
的
目
的
も
追
求
し
た
事
実
を
追
認
し
た
。

し
か
し
法
廷
は
、
そ
こ
か
ら
、
た
と
え
婚
姻
が
比
較
方
式
で
法
的

に
拘
束
的
に
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
こ
の
家
族
政
策
的
機
能
で

あ
っ
て
も
原
則
的
に
他
の
生
活
形
態
に
対
し
て
婚
姻
の
類
型
的
特

c）　

異
議
申
立
人
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
課
税
対
象
額
査
定

年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
に
は
合
算
課
税
規
定
の
意
味

に
お
け
る
収
入
と
消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な
い

従
っ
て
、
異
議
申
立
人
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
訴
訟
対
象
た
る
課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、

二
〇
〇
二
年
だ
け
は
、
合
算
課
税
規
定
の
意
味
に
お
け
る
収
入
と

消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な
い
。
遺
産
相
続
税
、
贈
与
税
、

土
地
取
得
税
及
び
給
与
法
的
家
族
手
当
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判

所
判
例
へ
の
法
廷
の
指
摘
は
、
こ
れ
に
対
立
す
る
結
果
を
根
拠
づ

け
る
事
に
向
い
て
い
な
い
。
指
摘
さ
れ
た
諸
判
決
の
ど
れ
も
が
、

所
得
税
法
の
領
域
に
対
し
、
た
め
ら
い
な
く
適
用
可
能
な
諸
原
則

を
設
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
判
決
へ
の
指
摘
を
通
し
て
法
廷

は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
判
例
の
単
な
る
純
粋
に
型
ど
お
り
の
継
続
と

の
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
る
（
44
）
。

法
廷
は
唯
一
の
権
限
者
た
る
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
判
断
を

設
定
：

二
〇
〇
五
年
以
前
の
課
税
対
象
額
査
定
年
へ
の
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
達
へ
の
合
算
課
税
手
続
の
延
長
は
、
そ
こ
か
ら
鏡
像

的
に
生
ず
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
諸
義
務
が
比
較
可
能
に
近
い

二
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
七
六
）

子
供
を
教
育
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
教
育
し
た
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
有
り
得
る
不
平
等
扱
い
は
、
こ
の
限
定
さ
れ
た

合
算
課
税
手
続
の
開
始
を
通
し
て
考
慮
さ
れ
得
た
。

こ
の
よ
う
な
解
決
の
発
端
は
、
専
ら
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
類

型
化
の
導
入
に
視
点
を
置
く
法
廷
に
よ
っ
て
深
化
さ
れ
な
か
っ
た
（
49
）
。

3
．
法
廷
は
遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て
立
法
者
の
評
価
余
地

を
狭
め
た
：

最
後
に
合
算
課
税
手
続
の
家
族
政
策
的
規
範
目
的
に
鑑
み
て
、

立
法
者
に
対
し
先
ず
は
家
族
と
世
代
帰
結
の
為
の
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
の
事
前
活
動
に
対
し
彼
等
を
評
価
し
、
し
か
も
そ
こ

か
ら
場
合
に
よ
っ
て
は
税
制
上
の
帰
結
を
引
出
す
事
を
承
認
す
べ

き
で
あ
っ
た
。
立
法
者
の
こ
の
様
な
評
価
余
地
を
法
廷
は
、
そ
の

遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て
無
視
し
、
し
か
も
立
法
者
の
形
成
可

能
性
を
付
加
的
に
狭
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
法
廷
は
、
憲
法
状
況

が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
立
法
者
が
基
本
法
と
相
容

れ
な
い
法
的
状
態
を
遡
及
的
に
排
除
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
を
無
視
し
た
（
50
）
。

権
化
を
正
当
化
す
る
事
に
適
し
て
い
る
と
言
う
必
要
な
結
論
を
引

き
出
し
て
い
な
い
。
社
会
的
現
実
に
応
じ
て
立
法
者
は
、
合
算
課

税
手
続
の
導
入
に
際
し
て
、
婚
姻
の
極
め
て
大
き
な
多
数
が
子
供

の
教
育
を
指
向
し
、
し
か
も
こ
れ
が
類
型
化
さ
れ
、
婚
姻
の
存
続

に
掛
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
子
供
の
存
在
に
は
掛
け
ら
れ
て
は
い

な
い
事
実
か
ら
出
発
で
き
た
（
47
）
。

b）　

類
型
化
方
式
で
の
合
算
課
税
手
続
の
遡
及
適
用
は
説
得
的

に
あ
ら
ず
：

今
日
で
は
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
お
い
て
も
子
供
の
育

成
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
既
に
課
税
対
象
額
査
定
年

二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
二
年
に
、
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
全

体
に
類
型
化
方
式
で
合
算
課
税
手
続
を
開
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
す

る
結
論
は
引
き
出
し
得
な
い
。
税
制
上
の
利
点
が
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
に
お
い
て
も
、
特
別
に
子
供
を
伴
っ
た
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に

プ
ラ
ス
に
な
る
と
の
法
廷
の
推
定
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

に
加
え
、
子
供
を
教
育
す
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
割
合
が
ど
の

程
度
で
あ
る
か
と
言
う
、
類
型
化
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
い
に
も

答
え
ら
れ
て
い
な
い
（
48
）
。

二
二
〇



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
七
七
）

に
規
定
さ
れ
た
生
活
形
態
の
冷
遇
と
並
行
し
て
現
れ
る
場
合
、
婚

姻
の
保
護
命
令
へ
の
指
示
だ
け
で
は
、
こ
の
区
別
を
正
当
化
し
な

い
。
立
法
者
は
、
こ
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
を
当
初
か
ら
婚
姻
と

比
較
可
能
な
方
式
で
包
括
的
に
制
度
化
さ
れ
た
責
任
共
同
体
と
し

て
把
握
し
、
し
か
も
既
存
の
相
違
を
継
続
的
に
削
減
し
た
（
52
）
。

3）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇
を
正
当
化

す
る
根
拠
無
し
：

基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
指
摘
を
越
え
て
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

制
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇
を
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
対
象
及
び
規
定
目

標
を
基
準
と
し
て
正
当
化
す
る
に
は
、
十
分
な
根
拠
を
必
要
と
す

る
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
合
算
課
税
手
続
き
に
対
し
、
所
得
税
に

お
け
る
規
範
目
的
か
ら
も
、
立
法
者
の
類
型
化
権
限
か
ら
も
引
き

出
し
得
な
い
（
53
）
。

4）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
税
法
上
の
設
定
に
際
し
基
本
的

様
相
で
婚
姻
と
比
較
可
能
：

合
算
課
税
手
続
は
、
婚
姻
の
民
法
的
基
本
思
想
を
収
入
と
消
費

の
共
同
体
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

制
度
も
収
入
と
消
費
の
共
同
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
既
に

Ⅳ 

．
三
者
（
第
二
法
廷
、
反
対
意
見
及
び
リ
ュ

タ
ー
ズ
）
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
要
点
：

1
．
第
二
法
廷
の
見
解

1）　

婚
姻
と
同
性
婚
間
の
不
平
等
扱
い
は
性
的
性
向
を
理
由
と

す
る
少
数
派
の
差
別
：

夫
婦
合
算
課
税
方
式
の
規
定
に
於
け
る
既
婚
者
と
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
の
不
平
等
扱
い
は
、
基
本
法
第
三
条
第
一
項
の
一
般

的
平
等
規
定
を
基
準
と
す
べ
き
性
的
性
向
を
理
由
と
す
る
間
接
的

不
平
等
扱
い
を
提
示
す
る
。

人
的
関
連
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
基
本
法
第
三
条
第
三
項
に
接
近
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
不
平
等
な
扱
い
が
少
数
派
の
差
別
に
導

く
危
険
が
大
き
い
ほ
ど
、
正
当
化
へ
の
要
求
は
厳
し
く
な
る
。
こ

の
事
は
、
性
的
性
向
に
従
っ
た
差
別
の
場
合
に
該
当
す
る
（
51
）
。

2）　

婚
姻
の
特
別
保
護
命
令
の
指
示
だ
け
で
は
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
度
差
別
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
：

基
本
法
第
六
条
第
一
項
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族
の
特
別
保
護
だ

け
で
は
、
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等
扱
い
を

正
当
化
で
き
な
い
。
婚
姻
の
特
権
化
が
他
の
比
較
的
に
法
拘
束
的

二
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
七
八
）

不
平
等
扱
い
を
正
当
化
出
来
る
様
な
婚
姻
者
と
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
間
の
生
活
状
況
の
相
違
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
確
認
で
き

な
い
（
56
）
。

7）　

立
法
者
は
婚
姻
の
特
権
化
を
類
型
化
権
限
を
以
て
正
当
化

で
き
な
い

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
と
の
関
係
に
お
け
る
婚
姻
の
特
権
化
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
し
て
、
税
法
に
お
け
る
立
法
者
の
類
型
化

権
限
を
以
て
根
拠
づ
け
る
事
は
出
来
な
い
（
57
）
。

8）　

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚
姻
が
同
等
に
、
消
費
と

収
入
の
共
同
と
し
て
設
定
さ
れ
た
状
況
は
税
制
上
の
平
等
な

扱
い
を
命
ず
る

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚
姻
が
同
等
に
、
消
費
と
収
入

の
共
同
と
し
て
設
定
さ
れ
た
状
況
は
、
類
型
化
す
る
集
団
形
成
に

際
し
て
、
税
制
上
の
平
等
な
扱
い
を
命
ず
る
。
子
供
の
育
成
奨
励

の
観
点
か
ら
し
て
も
、
合
算
課
税
手
続
に
お
け
る
夫
婦
の
登
録
済

パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
類
型
的
優
遇
措
置
は
考
え
ら
れ
な
い
。
合

算
課
税
手
続
に
お
け
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
冷
遇
は
、
立
法
者

と
行
政
に
対
す
る
大
き
な
困
難
な
し
に
回
避
が
可
能
で
あ
る
（
58
）
。

そ
の
二
〇
〇
一
年
の
導
入
以
来
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
、
税

法
上
の
設
定
に
と
っ
て
本
質
的
な
そ
の
基
本
的
様
相
で
、
婚
姻
と

比
較
可
能
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
に
は
、
明
示
的
に
剰

余
共
同
制
が
通
常
の
財
産
分
配
規
定
と
し
て
導
入
さ
れ
た
（
54
）
。

5）　

合
算
課
税
手
続
で
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等

扱
い
は
正
当
化
で
き
な
い
：

家
族
政
策
的
意
図
は
、
合
算
課
税
手
続
に
関
す
る
婚
姻
と
登
録

済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
で
き
な
い
（
55
）
。

6）　

合
算
課
税
制
は
、
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分
に
際
し
て
、
夫

婦
の
活
動
余
地
を
広
げ
る
：
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
も
同
様；

合
算
課
税
制
は
、
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分
に
際
し
て
、
夫
婦
の

活
動
余
地
を
広
げ
、
し
か
も
、
と
り
わ
け
一
方
の
側
が
（
子
供
の

教
育
あ
る
い
は
養
育
故
の
）
家
族
内
労
働
故
に
、
就
業
し
て
い
な

い
か
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
し
か
就
業
し
て
い
な
い
家
族
の
為
に

考
え
ら
れ
た
規
定
と
も
見
做
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
も
婚
姻
法
と
同
様
に
当
事
者
に
自
ら
の
個
人

的
生
活
遂
行
に
関
し
て
形
成
の
自
由
を
承
認
し
、
し
か
も
家
族
内

労
働
と
就
業
活
動
の
同
価
値
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

二
二
二



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
七
九
）

成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
廷
が
誤
認
し
て
い
る
こ
の
事
実
は
、

基
本
法
第
六
条
第
一
項
を
引
き
合
い
に
出
す
必
要
な
し
に
、
訴
訟

対
象
た
る
課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
に
限

定
し
た
婚
姻
の
特
権
化
を
正
当
化
す
る
（
60
）
。

2）　

婚
姻
は
憲
法
に
よ
り
収
入
と
消
費
の
共
同
と
看
做
さ
れ
る
：

婚
姻
は
憲
法
に
よ
っ
て
収
入
と
消
費
の
共
同
と
構
想
さ
れ
、
立

法
者
は
、
こ
の
合
算
課
税
手
続
を
（
夫
婦
財
産
の
）
剰
余
共
同
制

の
「
反
映
」
と
見
做
し
た
。
こ
の
合
算
課
税
手
続
は
、
基
本
法
第

六
条
第
一
項
の
保
護
課
題
に
従
い
、
収
入
と
消
費
の
婚
姻
共
同
体

を
維
持
・
強
化
し
て
い
る
（
61
）
。

3）　

過
渡
規
定
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
し
強
制
的
遡
及
延

長
を
規
定
し
て
い
な
い
：

比
較
可
能
性
の
基
準
に
対
し
て
は
、
財
産
法
及
び
扶
養
調
整
法

が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
過
渡
規
定
は
、
既
存
の
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
に
対
し
て
強
制
的
遡
及
延
長
を
規
定
し
て
い
な
い
（
62
）
。

9）　

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
夫
婦
合
算
課
税
制
度
か
ら

の
排
除
は
違
憲
。

夫
婦
合
算
課
税
制
度
に
お
け
る
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と

婚
姻
の
不
平
等
な
扱
い
は
違
憲
で
あ
る
。
所
得
税
法
の
こ
れ
に
関

連
す
る
諸
規
定
は
一
般
的
平
等
規
定
に
違
反
す
る
。
何
故
な
ら
、

こ
の
不
平
等
扱
い
に
対
す
る
充
分
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

こ
の
法
的
状
況
は
、
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
の
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
関
係
法
ま
で
遡
及
し
て
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過

渡
的
に
夫
婦
合
算
課
税
の
現
行
規
定
が
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

制
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
攻
撃
対
象
諸
判
決
は
破

棄
さ
れ
、
再
審
の
為
に
連
邦
財
務
裁
判
所
に
差
し
戻
さ
れ
る
（
59
）
。

2
．
反
対
意
見
：

1）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
ま
で
婚

姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
見
做
さ
れ
て
い
な

い
：

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
の
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
修
正
法
の
発
効
ま
で
立
法
者
の
明
示
的
意

思
に
従
い
、
婚
姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
し
て
形

二
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
〇
）

6）　

立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
し
な
い

と
の
判
定
は
根
拠
に
欠
け
る
：

立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
確
認

さ
れ
た
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
し
な
い
と
す
る
法
廷
の
推
定
は
、

充
分
な
根
拠
に
欠
け
て
い
る
（
65
）
。

7）　

婚
姻
の
類
型
的
特
権
化
は
正
当
化
さ
れ
る
：

法
廷
は
、
立
法
者
が
一
九
五
八
年
の
合
算
課
税
手
続
の
導
入
を

以
て
、
家
族
政
策
的
目
的
も
追
求
し
た
事
実
を
追
認
し
た
が
、
こ

の
家
族
政
策
的
機
能
で
あ
っ
て
も
原
則
的
に
他
の
生
活
形
態
に
対

し
て
婚
姻
の
類
型
的
特
権
化
を
正
当
化
す
る
事
に
適
し
て
い
る
と

言
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い
な
い
（
66
）
。

8）　

類
型
化
方
式
で
の
合
算
課
税
手
続
の
遡
及
適
用
は
説
得
的

に
あ
ら
ず
：

今
日
で
は
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
お
い
て
も
子
供
の
成

長
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
既
に
課
税
対
象
額
査
定
年

二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
二
年
に
、
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
全

体
に
類
型
化
方
式
で
合
算
課
税
手
続
を
開
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
す

4）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、

二
〇
〇
二
年
に
は
合
算
課
税
規
定
の
意
味
に
お
け
る
収
入
と

消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な
い

異
議
申
立
人
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
訴
訟
対
象
た
る
課
税

対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
だ
け
は
、
合
算
課
税

規
定
の
意
味
に
お
け
る
収
入
と
消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な

い
（
63
）
。5）　

法
廷
は
唯
一
の
権
限
者
た
る
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
判

断
を
設
定
：

二
〇
〇
五
年
以
前
の
課
税
対
象
額
査
定
年
へ
の
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
達
へ
の
合
算
課
税
手
続
の
延
長
は
、
そ
こ
か
ら
鏡
像

的
に
生
ず
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
諸
義
務
が
比
較
可
能
に
近
い

規
模
で
さ
え
存
在
し
な
い
状
態
で
、
収
入
と
消
費
の
共
同
の
所
得

税
法
上
の
利
点
の
付
与
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法

廷
は
、
こ
の
為
に
唯
一
招
聘
さ
れ
て
い
る
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら

の
判
断
を
設
定
し
て
い
る
（
64
）
。

二
二
四



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
八
一
）

釈
し
た
」
の
か
、
あ
る
い
は
変
え
た
の
か
？
こ
れ
ま
で
の
憲
法
状

況
と
反
対
に
、
同
一
性
の
生
活
共
同
体
の
「
婚
姻
と
家
族
」
と
の

完
全
な
平
等
化
を
憲
法
的
拘
束
効
果
を
伴
っ
て
命
令
す
る
事
が
裁

判
所
の
権
限
に
所
属
す
る
の
か
？
（
69
）

2）　

第
二
法
廷
は
、
婚
姻
者
と
同
性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
不

平
等
扱
い
は
一
般
的
平
等
規
定
と
相
容
れ
な
い
と
す
る
：

こ
の
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
者
と
同

性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
不
平
等
な
扱
い
は
、
基
本
法
第
三
条
第

一
項
の
一
般
的
平
等
規
定
と
相
容
れ
な
い
。
基
本
法
第
六
条
第
一

項
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
広

が
っ
て
い
る
見
解
に
よ
れ
ば
、「
古
臭
い
」
と
宣
言
さ
れ
、「
裁
判

所
の
判
決
に
よ
り
廃
止
さ
れ
」、
し
か
も
「
屑
物
」
と
な
っ
た
の

だ
（
70
）
。3）　

第
二
法
廷
は
憲
法
制
定
権
者
の
意
図
を
無
視
：

第
二
法
廷
の
見
解
に
よ
れ
ば
：

婚
姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
全
く
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
。
判
決

は
、
婚
姻
と
家
族
へ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
制
（
同
性
婚
）
モ
デ
ル

の
適
応
を
行
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

る
結
論
は
引
き
出
し
得
な
い
（
67
）
。

9）　

法
廷
は
遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て
立
法
者
の
評
価
余
地

を
狭
め
た
：

合
算
課
税
手
続
の
家
族
政
策
的
規
範
目
的
に
鑑
み
て
、
法
廷
は
、

先
ず
は
家
族
と
世
代
帰
結
の
為
の
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
の
事

前
活
動
に
対
し
彼
等
を
評
価
し
、
そ
こ
か
ら
税
制
上
の
帰
結
を
引

出
す
事
を
立
法
者
に
対
し
承
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
法
廷
は
、
立

法
者
の
こ
の
様
な
評
価
余
地
を
そ
の
遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て

無
視
し
、
形
成
可
能
性
を
付
加
的
に
狭
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
法

廷
は
、
憲
法
状
況
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
立
法
者

が
基
本
法
と
相
容
れ
な
い
法
的
状
態
を
遡
及
的
に
排
除
す
る
必
要

が
な
い
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
を
無
視
し
た
（
68
）
。

3
．
リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
：

1）　

政
治
的
形
成
・
規
範
設
定
権
力
者
は
議
会
か
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
か
？

誰
が
民
主
的
法
治
国
家
に
於
い
て
、
政
治
的
形
成
・
規
範
設
定

権
力
を
有
し
て
い
る
の
か
？
議
会
か
、
あ
る
い
は
連
邦
憲
法
裁
判

所
か
？
具
体
的
に
は
：
裁
判
所
の
こ
の
決
議
は
、
基
本
法
を
「
解

二
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
二
）

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
的
確
な
記
述
：
決
定
的
問
題

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
如
何
な
る
価
値
評
価
の
下
で
何
が
「
同

じ
」
で
、
何
が
「
同
じ
で
な
い
」
の
か
？
平
等
も
し
く
は
差
別
に

関
す
る
判
定
は
、
何
時
で
も
、
世
界
観
的
に
事
前
刻
印
さ
れ
た
諸

基
準
下
の
既
存
の
不
平
等
の
抽
象
化
で
あ
る
。「
平
等
」
問
題
の

為
の
決
定
的
点
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
一
九
四
九
年
「
婚
姻
と
家

族
が
国
家
秩
序
の
特
別
の
保
護
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
確
定
し
た
事
実
で
あ
る
（
72
）
。

5）　

婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
一
般
的
平
等
規
定
に
よ
る
均
等

化
を
許
さ
な
い
：

婚
姻
と
家
族
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
制
定
権
者
の

評
価
の
中
で
、
同
性
の
生
活
共
同
体
に
対
し
て
、
根
本
的
に
異

な
っ
て
い
る
（
つ
ま
り
同
じ
で
は
な
い
）
の
で
あ
る
。

婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
、
勘
違
い
さ
れ
た
「
よ
り
高
い
」
一

般
的
平
等
規
定
の
援
用
を
通
し
て
均
等
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の

だ
。
そ
の
事
は
、
そ
の
反
対
が
基
本
法
第
六
条
第
一
項
で
明
示
的

に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
対
し
て
も
、
自

ら
の
判
例
に
よ
り
、
た
と
え
平
等
規
定
を
超
法
律
的
自
然
法
の
レ

リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
に
よ
れ
ば
：
法
廷
は
、
憲
法
制
定
権
者
が

婚
姻
と
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
制
モ
デ
ル
と
の
正
に
こ
の
適
応
を
、
自

ら
の
観
点
か
ら
し
て
、
社
会
と
国
家
の
維
持
の
為
に
婚
姻
と
家
族

の
唯
一
か
つ
不
動
の
意
義
故
に
、
排
除
し
よ
う
と
し
た
事
実
を
無

視
し
て
い
る
の
だ
。
基
本
法
第
六
条
の
成
立
に
関
わ
る
憲
法
制
定

審
議
会
の
議
事
録
を
見
た
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
疑
念
が
排
除
さ
れ

た
は
ず
で
あ
る
（
71
）
。

つ
ま
り
、
婚
姻
と
家
族
へ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
同
性

婚
）
モ
デ
ル
の
適
応
可
能
性
に
関
し
、
法
廷
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
、

リ
ュ
タ
ー
ズ
は
否
定
す
る
。

4）　

第
二
法
廷
の
根
拠
は
一
般
的
平
等
条
項
：
し
か
し
平
等
と

は
？

第
二
法
廷
の
根
拠
付
け
が
一
般
的
平
等
規
定
に
基
づ
い
て
い
る

が
、
し
か
し
こ
れ
は
同
じ
事
項
が
同
じ
く
扱
わ
れ
る
場
合
に
の
み

説
得
的
で
あ
る
。

平
等
規
定
の
適
用
に
際
し
て
は
、「
平
等
」
概
念
が　

│　
「
理

性
」
と
同
様
に　

│　

不
可
避
的
に
、
利
用
者
と
そ
の
基
準
の
世

界
観
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）
事
前
理
解
を
含
ん
で
い
る
事
実
を

二
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解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
八
三
）

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
法
廷
は
、
そ
の
決
定
を
以
て
、

基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
本
来
的
基
本
目
的
か
ら
離
れ
た
。
し
か

し
正
に
こ
の
目
的
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
対
応
す
る
憲
法
解

釈
の
放
棄
で
き
な
い
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
法
廷
は
、
婚
姻
と
家

族
の
優
先
的
保
障
を
除
去
し
た
（
75
）
。

8）　

第
二
法
廷
は
『
憲
法
の
保
護
者
』
の
地
位
か
ら
離
れ
て
い

る
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、「
憲
法
の
保
護
者
」
と
し
て

の
機
能
を
個
別
ケ
ー
ス
に
お
い
て
ば
か
り
か
、
役
割
変
更
の
意
味

で
、
益
々
変
更
し
、
且
つ
こ
れ
か
ら
離
れ
て
い
る
。

法
廷
は
、
憲
法
を
社
会
的
変
革
の
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
判
例
法
的

に
「
柔
軟
化
し
」、
変
形
し
、
し
か
も
基
本
法
的
諸
保
障
を
古
臭

い
と
宣
言
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
様
に
法
廷
は
、
憲
法
の
保
護
者

か
ら
、
基
本
法
で
予
定
さ
れ
て
い
な
い
憲
法
変
更
機
関
と
な
っ
て

い
る
。

し
か
も
こ
の
決
定
は
、
憲
法
的
序
列
を
伴
っ
て
判
例
法
的
に
命

じ
ら
れ
た
婚
姻
と
同
性
婚
の
同
置
な
の
だ
。
憲
法
裁
判
所
自
体
あ

る
い
は
立
法
機
関
の
憲
法
改
正
多
数
の
み
が
こ
の
状
況
を
変
更
で

き
る
の
だ
が
（
76
）
。

ベ
ル
に
高
め
よ
う
と
し
て
も
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
憲
法
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
的
平
等
規
定
は
、
た
と
え
第
二
法
廷
が
平
等
の
可
変
的
内

容
を
変
遷
し
た
時
代
精
神
に
向
け
よ
う
と
も
、
基
本
法
第
七
九
条

の
変
更
を
目
的
と
す
る
一
般
的
投
入
可
能
な
闘
争
条
項
で
は
な
い
（
73
）
。

6）　

婚
姻
保
護
条
項
の
規
範
目
的
は
？
：

基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
保
障
内
容
の
適
切
な
解
釈
に
は
、
基

本
法
の
始
祖
達
に
よ
っ
て
一
致
し
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
先
ず

は
こ
の
規
定
の
内
容
と
立
法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
規
範
目
的
が

問
わ
れ
る
事
が
所
属
し
た
は
ず
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
に
支
配
し
た
社
会
的
確
信
な
ら
び
に
家
族
法
及
び

刑
法
規
定
に
鑑
み
、
婚
姻
と
家
族
の
同
性
生
活
共
同
体
と
の
急
進

的
で
完
全
な
同
置
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
意
図

さ
れ
た
と
す
る
事
は
、
考
え
難
い
ば
か
り
か
不
適
当
で
あ
る
（
74
）
。

7）　

法
比
較
及
び
法
史
の
概
観
：
国
連
の
関
連
諸
宣
言

法
比
較
及
び
法
史
の
概
観
も
有
用
で
あ
る
。
国
連
の
関
連
諸
宣

言
「
家
族
は
、
社
会
の
自
然
的
基
本
単
位
で
あ
る
。」、「
家
族
は
、

社
会
の
自
然
的
中
核
細
胞
で
あ
る
。」
は
重
要
で
あ
る
。

二
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
四
）

き
か
が
重
要
で
あ
る
。

平
等
規
定
に
よ
る
根
拠
付
け
は
、
以
下
の
中
核
問
題
を
隠
ぺ
い

す
る
。
つ
ま
り
裁
判
所
が
目
標
と
す
る
「
婚
姻
と
家
族
」
の
同
性

的
生
活
共
同
体
と
の
広
範
囲
な
同
置
の
結
果
が
、「
事
実
の
規
範

力
」
の
疑
念
の
あ
る
原
則
か
、
あ
る
い
は
同
様
に
問
題
の
あ
る
、

勘
違
い
さ
れ
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
範
力
」
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、

つ
ま
り
、
そ
の
時
々
の
時
代
精
神
の
意
味
に
お
け
る
「
平
等
」
の

可
変
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
う
事
に
な
る
の
だ
。
法
廷
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
基
本
法
の
解
釈
変
更
（
基
本
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第

三
条
第
一
項
）
は
、
並
行
す
る
内
容
の
本
来
的
規
範
目
的
か
ら
離

れ
た
設
定
を
通
し
て
基
本
概
念
た
る
「
婚
姻
及
び
家
族
」
に
到
達

し
た
の
だ
。
法
基
本
諸
概
念
の
こ
の
様
な
解
釈
変
更
は
、
近
年
の

ド
イ
ツ
法
史
に
お
け
る
警
告
的
「
モ
デ
ル
」
に
他
な
ら
な
い
（
78
）
。

11）　

差
別
と
は
？
：

婚
姻
と
同
性
婚
の
同
置
に
対
す
る
法
廷
の
主
根
拠
は
、
異
な
っ

た
扱
い
が
、
そ
の
性
性
向
を
理
由
と
す
る
同
性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

の
差
別
に
あ
る
と
す
る
そ
の
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
差
別
は
、
婚
姻
と
同
性
的
生
活
共
同
体
が
本
質

的
諸
点
に
於
い
て
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
除
外
さ
れ
る
。

9）　

憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
の
無
視
は

許
さ
れ
な
い
：

婚
姻
と
家
族
な
ら
び
に
同
性
の
生
活
共
同
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
憲

法
秩
序
及
び
法
秩
序
の
限
界
内
で
相
互
に
接
近
さ
せ
る
か
、
あ
る

い
は
同
置
す
る
事
は
、
立
法
者
あ
る
い
は
憲
法
制
定
権
者
に
禁
じ

ら
れ
て
い
る
事
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
の
規
範
目
的
、

規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
を
無
視
す
る
事
、
つ
ま
り
基
本
法
を
自

律
的
に
判
例
法
的
に
変
更
す
る
事
が
、
そ
の
判
決
の
枠
内
で
連
邦

憲
法
裁
判
所
に
帰
属
す
る
か
否
か
が
問
題
な
の
だ
。

こ
の
配
慮
な
し
に
憲
法
改
正
に
於
け
る
権
力
移
行
を
目
的
と
し

て
行
わ
れ
た
『
戦
闘
条
項
』
と
し
て
の
平
等
原
則
の
適
用
は
、
そ

の
時
々
の
時
代
精
神
の
変
更
的
解
釈
に
任
意
に
規
範
効
果
を
付
与

す
る
危
険
を
含
む
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
投
入
さ
れ
た
平
等
概

念
は
、
意
図
す
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
者
の

世
界
観
的
事
前
理
解
を
実
現
す
る
事
に
な
る
（
77
）
。

10）　

時
代
精
神
に
満
ち
た
「
平
等
」
の
可
変
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

へ
の
従
属
が
問
題
：

こ
の
種
の
決
定
資
料
の
中
核
で
は
、
い
か
な
る
方
式
で
社
会
的

構
造
、
行
動
方
式
及
び
価
値
観
が
憲
法
秩
序
の
内
容
に
影
響
す
べ

二
二
八



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
八
五
）

を
設
定
し
て
い
る
。
社
会
的
変
遷
を
取
り
入
れ
、
評
価
し
、
し
か
も

場
合
に
よ
っ
て
こ
の
為
の
法
的
形
体
を
用
意
す
る
事
は
、
立
法
者

の
事
項
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
事
項
で
は
あ
り
得
な
い
（
80
）
。」

Ｖ
．
争
点
：

争
点
の
対
象
：

本
件
で
は
、
争
点
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
テ
ー
マ
は
三
つ
あ
り
、

そ
の
第
一
は
平
等
原
則
の
適
用
問
題
、
そ
の
第
二
は
婚
姻
及
び
家

族
の
憲
法
に
よ
る
特
別
保
護
の
問
題
、
そ
の
第
三
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
の
機
能
の
問
題
で
あ
る
。

1
．
平
等
原
則
の
適
用
問
題
：

こ
こ
で
は
、
第
二
法
廷
が
極
め
て
積
極
的
に
平
等
原
則
の
適
用

を
推
し
進
め
て
い
る
に
対
し
、
反
対
意
見
と
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
こ

の
適
用
に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
を
示
す
。

1）　

第
二
法
廷
：

第
二
法
廷
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
ホ
モ
婚
姻
間
の
不
平
等
扱
い
は

性
的
性
向
を
理
由
と
す
る
少
数
派
の
差
別
に
該
当
し
、
婚
姻
の
特

別
保
護
命
令
の
指
示
だ
け
で
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
差
別
の
根

こ
れ
に
加
え
、
事
実
的
に
も
、
又
社
会
的
意
識
に
於
い
て
も
子

供
は
ド
イ
ツ
で
は
今
日
に
至
る
ま
で
婚
姻
か
ら
生
じ
て
い
る
事
実

が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
性
婚
か
ら
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
子
供
は
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
も

変
え
る
事
が
で
き
な
い
。
こ
の
根
本
的
生
物
学
的
相
違
は
、
そ
こ

に
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
主
根
拠
と
国
家
側
か
ら
の
婚
姻
及
び

家
族
に
対
す
る
財
政
的
優
遇
措
置
の
正
当
化
を
認
め
る
べ
き
か
否

か
を
検
査
す
る
き
っ
か
け
を
裁
判
所
に
与
え
得
る
し
、
し
か
も
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
違
の
比
重
は
、

指
摘
さ
れ
た
憲
法
条
文
と
国
際
法
的
諸
規
範
に
も
反
映
さ
れ
て
い

る
（
79
）
。12）　

憲
法
的
唯
一
重
要
問
題
は
「
誰
が
憲
法
を
支
配
し
て
い
る

か
？
」
だ
：

最
後
に
、
憲
法
的
重
要
問
題
と
し
て
、「
誰
が
憲
法
を
支
配
し

て
い
る
か
？
」
が
問
わ
れ
る
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
決
議
の
中
で
、
基
本
法
は
維
持
さ
れ
ず
、

変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と
ケ
ッ
サ

ル
・
ヴ
ル
フ
判
事
の
反
対
意
見
の
中
で
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
法

廷
は
、「
こ
の
為
に
唯
一
正
当
な
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
見
解

二
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
六
）

算
課
税
手
続
野
遡
及
適
用
は
説
得
的
で
は
な
い
。

3）　

リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
第
二
法
廷
の
根
拠
付
け
が
一
般
的
平

等
規
定
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
同
じ
事
項
が
同
じ

く
扱
わ
れ
る
場
合
に
の
み
説
得
的
で
あ
る
。
平
等
規
定
の
適
用
に

際
し
て
は
、「
平
等
」
概
念
が
不
可
避
的
に
、
利
用
者
と
そ
の
基

準
の
世
界
観
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）
事
前
理
解
を
含
ん
で
い
る

事
実
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
．
婚
姻
及
び
家
族
の
憲
法
に
よ
る
特
別
保
護
の
問
題
：

こ
こ
で
は
、
平
等
原
則
の
場
合
と
は
反
対
に
、
第
二
法
廷
は
、

極
め
て
消
極
的
、
反
対
意
見
及
び
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
積
極
的
態
度

を
示
し
て
い
る
。

1）　

第
二
法
廷
：

第
二
法
廷
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
の
特
別
保
護
命
令
の
指
示
だ
け
で

は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
差
別
の
根
拠
と
は
な
ら
ず
、
し
か
も
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
税
法
上
の
設
定
に
際
し
基
本
的
様
相
で
婚

姻
と
比
較
可
能
で
あ
り
、
合
算
課
税
制
が
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分

拠
と
は
な
ら
ず
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇

を
正
当
化
す
る
根
拠
は
存
在
せ
ず
、
合
算
課
税
手
続
で
婚
姻
と
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等
扱
い
は
正
当
化
で
き
な
い
。
従
っ
て
、

夫
婦
合
算
課
税
制
度
に
お
け
る
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚

姻
の
不
平
等
な
扱
い
は
一
般
的
平
等
規
定
に
違
反
し
、
違
憲
と
な

る
。2）　

反
対
意
見
：

反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
は
憲
法
に
よ
り
収
入
と
消
費
の
共

同
と
看
做
さ
れ
る
。
し
か
も
立
法
者
は
、
こ
の
合
算
課
税
手
続
を

（
夫
婦
財
産
の
）
剰
余
共
同
制
の
「
反
映
」
と
見
做
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
の
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
修
正
法
の
発
効
ま
で
、
立
法
者
の
明
示
的

意
思
に
従
い
、
婚
姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
し
て

形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
第
二
法
廷
が
誤
認
し
た
こ
の
事
実
は
、

基
本
法
第
六
条
第
一
項
を
引
き
合
い
に
出
す
必
要
さ
え
な
し
に
、

課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
に
限
定
し
た
婚

姻
の
特
権
化
を
正
当
化
す
る
。
立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
不
平
等

扱
い
を
正
当
化
し
な
い
と
の
第
二
法
廷
判
定
は
根
拠
に
欠
け
る
。

婚
姻
の
類
型
的
特
権
化
は
正
当
化
さ
れ
る
。
類
型
化
方
式
で
の
合

二
三
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解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
八
七
）

の
パ
ー
ト
ナ
ー
制
モ
デ
ル
と
の
正
に
こ
の
適
応
を
、
自
ら
の
観
点

か
ら
し
て
、
社
会
と
国
家
の
維
持
の
為
に
婚
姻
と
家
族
の
唯
一
か

つ
不
動
の
意
義
故
に
、
排
除
し
よ
う
と
し
た
事
実
を
無
視
し
て
い

る
の
だ
。
基
本
法
第
六
条
の
成
立
に
関
わ
る
憲
法
制
定
審
議
会
の

議
事
録
を
見
た
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
疑
念
が
排
除
さ
れ
た
は
ず
で

あ
る
。

グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
的
確
な
記
述
に
よ
れ
ば
、
決

定
的
問
題
は
、
如
何
な
る
価
値
評
価
の
下
で
何
が
「
同
じ
」
で
、

何
が
「
同
じ
で
な
い
」
の
か
？
平
等
も
し
く
は
差
別
に
関
す
る
判

定
は
、
何
時
で
も
、
世
界
観
的
に
事
前
刻
印
さ
れ
た
諸
基
準
下
の

既
存
の
不
平
等
の
抽
象
化
で
あ
る
。「
平
等
」
問
題
の
為
の
決
定

的
点
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
一
九
四
九
年
「
婚
姻
と
家
族
が
国
家

秩
序
の
特
別
の
保
護
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
確
定

し
た
事
実
で
あ
る
。

婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
、
一
般
的
平
等
規
定
に
よ
る
均
等
化

を
許
さ
な
い
。

3
．
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
機
能
：

こ
こ
で
は
当
然
の
事
に
、
第
二
法
廷
は
自
ら
を
憲
法
改
正
権
力

と
は
見
做
し
て
い
な
い
し
、
従
っ
て
自
ら
が
そ
の
判
決
を
通
し
て

に
際
し
、
夫
婦
の
活
動
余
地
を
広
げ
る
な
ら
ば
、
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
立
法
者
は
、
婚
姻
の
特
権
化
を

自
ら
の
類
型
化
権
限
を
以
て
正
当
化
で
き
な
い
。
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
と
婚
姻
が
同
等
に
、
消
費
と
収
入
の
共
同
と
し
て
設
定
さ

れ
た
状
況
は
、
税
制
上
の
平
等
な
扱
い
を
命
ず
る
。

2）　

反
対
意
見
：

反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
課
税
対
象
額

査
定
年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
に
は
合
算
課
税
規
定
の
意
味

に
お
け
る
収
入
と
消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な
い
。
し
か
も

過
渡
規
定
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
し
強
制
的
遡
及
延
長
を
規

定
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
す
る
合
算

課
税
手
続
の
遡
及
適
用
は
説
得
的
で
は
な
い
。

3）　

リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
第
二
法
廷
は
、「
婚
姻
と
家
族
の
特

別
保
護
は
全
く
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
。
判
決
は
、
婚
姻
と
家
族
へ

の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
制
（
同
性
婚
）
モ
デ
ル
の
適
応
を
行
っ
た
に

過
ぎ
な
い
。
婚
姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
全
く
侵
害
さ
れ
て
い
な

い
。」
と
主
張
す
る
が
、
法
廷
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
婚
姻
と
他

二
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
八
）

法
者
の
こ
の
様
な
評
価
余
地
を
そ
の
遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て

無
視
し
、
形
成
可
能
性
を
付
加
的
に
狭
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
法

廷
は
、
憲
法
状
況
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
立
法
者

が
基
本
法
と
相
容
れ
な
い
法
的
状
態
を
遡
及
的
に
排
除
す
る
必
要

が
な
い
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
を
無
視
し
た
。

3）　

リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
家
族
な
ら
び
に
同
性
の
生
活

共
同
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
秩
序
及
び
法
秩
序
の
限
界
内
で
相
互

に
接
近
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
同
置
す
る
事
は
、
立
法
者
あ
る
い

は
憲
法
制
定
権
者
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
を
無
視
す
る

事
、
つ
ま
り
基
本
法
を
自
律
的
に
判
例
法
的
に
変
更
す
る
事
が
、

そ
の
判
決
の
枠
内
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
帰
属
す
る
か
否
か
が
問

題
な
の
だ
。

最
後
に
、
憲
法
的
重
要
問
題
と
し
て
、「
誰
が
憲
法
を
支
配
し

て
い
る
か
？
」
が
問
わ
れ
る
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
決
議
の
中
で
、
基
本
法
は
維
持
さ
れ
ず
、

変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と
ケ
ッ
サ

ル
・
ヴ
ル
フ
判
事
の
反
対
意
見
の
中
で
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
法

憲
法
を
改
正
し
た
と
も
見
做
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
反
対
意

見
と
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
第
二
法
廷
と
は
異
な
っ
た
見
解
を
提
示
す

る
。1）　

第
二
法
廷
：

第
二
法
廷
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
合
算
課
税
制
度
に
お
け
る
登
録
済

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚
姻
の
不
平
等
な
扱
い
は
一
般
的
平
等
規

定
に
違
反
す
る
が
故
に
違
憲
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
不
平
等

扱
い
に
対
す
る
充
分
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
法
的
状
況
は
、
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
の
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
関
係
法
ま
で
遡
及
し
て
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過

渡
的
に
夫
婦
合
算
課
税
の
現
行
規
定
が
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

制
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
攻
撃
対
象
諸
判
決
は
破

棄
さ
れ
、
再
審
の
為
に
連
邦
財
務
裁
判
所
に
差
し
戻
さ
れ
る
。

2）　

反
対
意
見
：

合
算
課
税
手
続
の
家
族
政
策
的
規
範
目
的
に
鑑
み
て
、
法
廷
は
、

先
ず
は
家
族
と
世
代
帰
結
の
為
の
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
の
事

前
活
動
に
対
し
彼
等
を
評
価
し
、
そ
こ
か
ら
税
制
上
の
帰
結
を
引

出
す
事
を
立
法
者
に
対
し
承
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
法
廷
は
、
立

二
三
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（
小
林
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遡
及
是
正
命
令
を
以
て
、
憲
法
改
正
を
正
式
に
立
法
者
に
課
す
る

事
無
し
に
、「
婚
姻
及
び
家
族
」
の
「
特
別
保
護
」
を
実
質
的
に

無
視
す
る
行
為
に
は
疑
義
が
提
示
さ
れ
る
。

た
と
え
場
合
に
よ
っ
て
は
、
方
向
と
し
て
、
第
二
法
廷
判
決
と

同
一
結
果
と
な
ろ
う
と
も
、
憲
法
改
正
立
法
者
に
、
決
定
の
余
地

を
与
え
る
た
め
の
配
慮
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
様
に
、
最
近
の
日
本
の
最
高
裁
の
「
非
嫡
出
子
」
に
関
す
る

判
決
も
、
欧
米
と
は
異
な
る
、
非
嫡
出
子
の
割
合
が
極
め
て
少
な

い
社
会
的
背
景
か
ら
し
て
、
最
高
裁
の
「
勇
み
足
」
と
は
見
做
さ

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
判
例
の
本
格
的
評
価
は
別
の
機
会
に
試

み
た
い
。

（
1
） B

ernd R
üthers,W

er herrscht über das G
rundgesetz,

in:F
A
Z
 vom

 17.11.2013

参
照
。

（
2
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.1

参
照
。

（
3
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.1f.

参
照
。

（
4
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.2

参
照
。

（
5
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.2

参
照
。

（
6
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.2f.

参
照
。

（
7
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.3

参
照
。

廷
は
、「
こ
の
為
に
唯
一
正
当
な
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
見
解

を
設
定
し
て
い
る
。
社
会
的
変
遷
を
取
り
入
れ
、
評
価
し
、
し
か

も
場
合
に
よ
っ
て
こ
の
為
の
法
的
形
体
を
用
意
す
る
事
は
、
立
法

者
の
権
限
事
項
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
事
項
で
は
あ
り
得
な

い
。

Ⅵ
．
結
論
：

民
主
的
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
東
京
裁
判
の
様
な
例
外
的
悪

例
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
刑
法
の
遡
及
適
用
は
原
則
的
に
禁
じ

ら
れ
て
い
る
。
民
事
・
社
会
・
労
働
法
領
域
に
お
い
て
も
、
不
利

益
・
冷
遇
扱
い
の
遡
及
適
用
も
原
則
的
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
個
人
あ
る
い
は
一
定
集
団
の
不
平
等
あ
る
い
は
冷

遇
措
置
の
遡
及
的
是
正
措
置
は
、
原
則
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

本
件
は
、
正
に
個
人
あ
る
い
は
一
定
（
少
数
）
集
団
の
不
平
等
あ

る
い
は
冷
遇
措
置
の
遡
及
的
是
正
措
置
に
該
当
す
る
。
し
か
も
本

件
で
は
、
一
定
少
数
集
団
の
保
護
の
観
点
も
関
連
し
て
い
る
。

し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
特
別
保
護
対
象
と

さ
れ
る
婚
姻
及
び
家
族
を
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
を
、

「
比
較
可
能
」
で
あ
る
事
実
を
理
由
に
、
同
置
し
、
し
か
も
憲
法

原
則
た
る
「
平
等
原
則
」
を
適
用
し
て
、
不
両
立
宣
言
を
行
い
、

二
三
三
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）

909/06 u.a. ; B
V
erfG

,2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bsatz-

N
r.1-151

参
照
。

（
30
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,S
.1-3

参
照
。

（
31
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.19

参
照
。

（
32
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.72

参
照
。

（
33
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1f..; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.77,78,79

参
照
。

（
34
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.80,84,

参
照
。

（
35
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.80,89

参
照
。

（
36
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.93ff .

参
照
。

（
37
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.96,97

参
照
。

（
38
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2f. ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.98

参
照
。

（
39
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.3 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.101ff .

参
照
。

（
40
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.3f ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.107ff ..

参
照
。

（
8
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.3f.

参
照
。

（
9
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.4

参
照
。

（
10
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.4

参
照
。

（
11
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.4f.

参
照
。

（
12
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.5

参
照
。

（
13
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.5

参
照
。

（
14
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
15
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
15a
） R

adbruch’sche F
orm
el aus W

ikipedia

参
照
。

（
16
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
17
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6f.

参
照
。

（
18
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013
）,S.7

参
照
。

（
19
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013
）,S.7
参
照
。

（
20
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.7f.
参
照
。

（
21
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.8
参
照
。

（
22
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.8f.

参
照
。

（
23
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.9

参
照
。

（
24
） B

ernd R
üthers,（
註
．1
）（2013

）,S.9

参
照
。

（
25
） B

ernd R
üthers,（
註
．1
）（2013

）,S.9f.

参
照
。

（
26
） A
Z
.:2B
vR
 909/06 u.a.

（
27
） E
hegattensplitting gilt auch für H

om
o-E
he,in:

S
üddeutsche.de vom

 6.Juni 2013

参
照
。

（
28
） E

hegattensplitting,（
註
．27
）（2013

）,S.1-3

参
照
。

（
29
） P

ressem
itteilung N

r.41/2013 vom
 6.Juni 2013 : 2B

vR
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（
55
） P
ressem

itteilung N
r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2

（
56
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2f.

（
57
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.3

（
58
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.3

（
59
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1

（
60
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
61
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
62
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
63
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
64
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
65
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4f.

（
66
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5

（
67
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5

（
68
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5

（
69
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.5

参
照
。

（
70
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
71
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
72
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
73
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6f.

参
照
。

（
74
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.7

参
照
。

（
75
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.7

参
照
。

（
76
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.7f.

参
照
。

（
77
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.8

参
照
。

（
78
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.8f.

参
照
。

（
41
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.117ff .

参
照
。

（
42
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.120-126

参
照
。

（
43
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.128f.

参
照
。

（
44
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.133ff .

参
照
。

（
45
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.136f.

参
照
。

（
46
） P

ressem
itteilung N

r.41
（
註
．29
）（2013

）,S.4f. ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.138

参
照
。

（
47
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.140-143
参
照
。

（
48
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013
）,S.5 ; B

V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.144

参
照
。

（
49
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.145

参
照
。

（
50
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.147-151

参
照
。

（
51
） P
ressem

itteilung N
r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1f..

（
52
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2

（
53
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2

（
54
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2
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（
79
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.9

参
照
。

（
80
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.9

参
照
。
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